
元
・
明
交
替
の
理
念
と
現
実

i
義
門
郵
氏
を
手
掛
り
と
し
て
i
I

檀

上

寛

〔
要
約
】
　
一
三
六
八
年
、
元
末
の
混
乱
を
収
拾
し
て
、
朱
元
璋
は
明
王
朝
を
創
設
し
た
。
王
朝
樹
立
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
朱
元
璋
が
基
盤
と
し
た

江
南
地
方
の
地
主
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
人
的
・
物
的
支
持
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
明
朝
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
王
朝
成
立
後
に
と
ら
れ
た
措
置
は
、

彼
ら
地
主
層
を
弾
圧
し
て
、
王
朝
権
力
の
確
立
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
度
に
及
ぶ
疑
獄
事
件
を
利
用
し
、
数
万
人
も
の
地
主
が
薦
清
さ
れ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
王
朝
運
営
に
と
っ
て
地
主
層
と
の
合
作
は
絶
対
前
提
で
あ
り
、
地
主
層
全
体
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
本
元
障
を
代
表
と

す
る
明
朝
権
力
の
理
念
と
、
現
実
と
の
相
剋
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
金
華
の
義
門
量
子
を
通
し
て
江
南
地
主
の
存
在
形
態
を
検
討
し
、
そ
れ
が
明
朝
の
国
家
体
制
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
、

元
・
明
交
替
期
の
流
れ
の
上
で
捉
え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
穴
五
巻
二
号
　
【
九
八
二
年
三
月

元・明交替の理念と現実（檀上）

前

言

　
期
末
明
初
期
の
研
究
は
、
主
に
明
代
史
専
門
家
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
元
朝
の
終
焉
と
明
朝
の
興
起
と
い
う
重
要
な
過
渡
期
で
あ

り
な
が
ら
、
一
つ
に
は
元
朝
史
研
究
の
貧
困
も
手
伝
っ
て
、
む
し
ろ
明
清
時
代
の
幕
開
け
的
な
意
味
で
し
か
研
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
関
心
は
常
に
明
初
側
に
あ
り
、
元
末
は
あ
く
ま
で
も
明
初
に
繋
が
る
前
段
階
と
し
て
の
導
管
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
筆
が
起
こ

さ
れ
る
の
は
決
ま
っ
て
元
朝
の
衰
微
、
母
野
の
反
乱
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は
半
ば
捨
象
さ
れ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
反
乱
勃
発
以
後
も
、

明
朝
成
立
前
の
朱
元
々
政
権
の
発
展
に
沿
う
形
で
し
か
述
べ
ら
れ
ず
、
元
朝
史
か
ら
見
た
元
末
研
究
は
嶽
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
に
あ
る
と
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い
っ
で
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
と
こ
ろ
で
十
余
年
前
、
宮
崎
市
定
氏
は
そ
の
著
「
朗
朗
か
ら
永
楽
へ
1
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
－
」
を
発
表
し
、
元
・
明
革
命
中
の
連

続
性
と
断
絶
性
の
二
面
を
主
張
さ
れ
た
。
特
に
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
連
続
面
に
重
点
が
置
か
れ
、
支
配
階
級
の
民
族
的
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

社
会
の
基
底
に
は
連
続
し
た
流
れ
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
主
旨
を
、
風
俗
・
慣
習
等
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
。
氏
の
視
点
は
必
ず
し
も
国

家
機
構
等
の
基
層
に
は
向
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
は
や
や
主
観
的
に
流
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
だ
が
従
来
の
「
宋
・
元
」
　
「
明
・
清
」

と
い
う
区
分
に
代
わ
る
、
新
し
い
「
元
・
明
」
と
い
う
範
疇
の
設
定
は
、
連
続
性
の
主
張
と
相
即
っ
て
、
新
鮮
か
つ
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
。
た
だ
こ
う
し
た
考
え
は
数
少
な
い
継
承
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
後
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
元
朝
史
と
明
朝

史
を
繋
ぐ
接
点
と
し
て
、
今
こ
そ
省
み
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
以
前
、
氏
の
説
に
導
か
れ
つ
つ
、
耳
元
璋
政
権
か
ら
明
王
朝
の
成
立
、
さ
ら
に
は
永
楽
の
北
京
遷
都
ま
で
を
視
野
に
い
れ
て
、
明
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
諸
政
策
を
連
関
さ
せ
て
政
治
史
的
に
辿
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
明
王
朝
成
立
期
の
軌
跡
一
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
と
京
師
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
」
以

下
旧
稿
と
略
称
）
。
　
旧
稿
の
立
論
上
、
　
「
江
南
地
主
（
あ
る
い
は
南
下
地
主
）
」
と
い
う
範
麟
を
設
定
し
、
明
朝
の
成
立
過
程
を
江
南
地
主
と
の
関
係

か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し
た
。
論
旨
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
明
王
朝
は
江
南
地
主
の
協
力
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

南
京
に
心
し
た
明
朝
政
権
は
、
江
南
地
主
の
利
益
代
弁
機
関
の
観
さ
え
あ
り
、
閉
鎖
的
南
人
政
権
に
留
ま
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
中
国
全
土

の
一
元
的
統
一
支
配
を
輿
指
す
明
朝
権
力
は
、
五
回
に
及
ぶ
疑
獄
事
件
を
利
用
し
て
江
南
地
主
を
弾
圧
し
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
の
脱
皮
を
図

る
。
だ
が
真
の
統
一
王
朝
と
な
る
た
め
に
は
、
南
に
包
摂
さ
れ
た
南
京
を
捨
て
、
北
か
ら
南
を
支
配
す
る
政
治
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。

永
楽
の
北
京
遷
都
は
、
そ
の
意
味
で
南
人
政
権
か
ら
統
一
政
権
へ
の
飛
躍
発
展
を
意
味
し
た
。

　
暇
稿
で
示
し
た
図
式
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
こ
こ
で
は
先
述
し
た
元
・
明
の
連
続
性
と
い
う
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
避
け
て

通
っ
た
感
が
な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
稿
に
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
補
完
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し

て
も
連
続
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
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元・明交替の理念と現実（檀上）

　
未
解
決
の
点
と
は
、
江
南
地
主
の
概
念
化
に
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
明
朝
成
立
の
基
盤
は
江
南
地
主
に
あ
っ
た
が
、
そ
の

援
助
ゆ
え
に
、
明
朝
は
閉
鎖
的
古
人
政
権
に
留
ま
る
自
巴
矛
盾
に
逢
着
し
た
。
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
肥
人
へ
の
弾
圧
が
な
さ
れ
た
が
、

そ
の
場
合
、
明
朝
権
力
は
一
体
ど
の
よ
う
な
階
層
の
上
に
立
脚
基
盤
を
置
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
史
実
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ず
し
も
南
国
と
対
比
さ
れ
る
「
北
人
」
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
北
方
へ
の
遷
都
を
主
張
し
た
者
が
、
ほ
と
ん
ど
南
人
だ
と
い
う
指
摘
を
考
え

　
　
　
　
⑤

合
わ
せ
る
と
、
明
朝
権
力
は
聖
人
を
弾
圧
し
な
が
ら
南
人
を
利
用
し
た
と
い
う
自
己
撞
着
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
論
理
整
身
上
の
こ
の
混
乱

は
、
江
南
地
主
と
い
う
言
葉
を
、
無
限
定
に
一
つ
の
既
定
概
念
と
し
て
使
用
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
問
題
は
江
南
地
主
の
中
に
見
ら
れ
る
多

様
性
、
即
ち
特
殊
明
初
段
階
の
江
南
地
主
の
形
態
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
江
南
地
主
こ
そ
、
元
代
の
身
分
制
下

で
最
下
層
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
人
」
層
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
元
・
明
の
連
続
性
が
、
一
つ
の
実
体
と
し
て
浮
か
び

上
が
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
さ
き
頃
、
筆
者
は
「
義
門
黒
氏
と
元
末
の
社
会
」
（
以
下
第
一
稿
と
略
称
）
と
い
う
小
論
を
発
表
し
た
。
金
華
の
浦
江
に
居
を
定
め
る
郷
属
一
族

を
通
し
て
、
元
末
の
江
南
地
主
と
元
朝
政
権
と
の
繋
が
り
を
眺
め
て
み
た
。
義
門
と
い
う
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
行
動
を
以
て
即
、
普
遍

化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
江
南
地
主
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
は
描
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
本
稿
で
も
同
じ
く
鄭
氏
に
視
点
を
当
て
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

か
ら
他
の
江
南
地
主
に
も
論
を
敷
術
さ
せ
た
い
と
思
う
　
そ
の
意
味
で
、

　
①
　
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
一
四
　
…
九
六
九
。
の
ち
『
ア
ジ
ア
史
論
考
瞼
下
巻
（
朝

　
　
日
新
聞
社
　
一
九
七
六
）
所
収
。

　
②
　
愛
宕
松
男
・
寺
田
隆
儒
『
中
国
の
歴
史
』
六
「
元
・
明
」
講
談
社
　
一
九
七
四
。

　
③
『
東
洋
史
研
究
鳴
三
七
－
三
一
九
七
八
。

　
④
　
旧
稿
で
も
述
べ
た
通
り
、
明
朝
権
力
が
積
極
的
に
匠
人
を
採
用
し
よ
う
と
し
た

本
稿
は
第
一
稿
の
姉
妹
編
と
い
え
る
。

　
　
の
は
菓
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
措
置
は
、
藍
碧
と
の
対
抗
上
と
ら
れ
た
も
の
で
、

　
　
決
し
て
北
人
に
基
盤
を
澱
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
⑤
　
徐
泓
「
明
初
南
京
的
都
市
規
劃
懸
人
口
変
遷
」
　
『
食
貨
月
刊
』
復
刊
一
〇
一

　
　
三
　
一
九
八
○
。

　
⑥
　
『
東
洋
学
報
』
六
三
i
三
・
四
　
一
九
八
二
。
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禰
　
元
朝
的
江
南
社
会
の
構
造

4 （180）

　
か
つ
て
森
正
夫
氏
は
、
十
四
世
紀
後
半
元
・
明
交
替
期
の
漸
西
地
方
に
視
点
を
当
て
、
当
地
に
織
り
成
す
地
主
…
佃
戸
制
の
具
体
的
な
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

形
態
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
地
主
の
佃
戸
支
配
を
み
ご
と
に
描
写
さ
れ
た
。
　
「
十
四
世
紀
後
半
翫
西
地
方
の
地
主
制
に
関
す
る
覚
書
」
の
中
で

導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
　
「
当
時
の
地
主
一
佃
戸
制
は
生
産
関
係
を
基
盤
に
郷
村
、
在
地
の
社
会
関
係
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
土
豪
・

富
民
層
は
、
独
自
の
権
力
機
構
設
立
を
志
向
さ
え
し
た
よ
う
な
強
力
な
自
立
性
を
持
っ
て
い
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
福
運
初
年
の
「
均

工
夫
役
」
と
「
礼
儀
風
俗
」
の
規
定
よ
り
み
た
、
地
主
の
佃
芦
に
対
す
る
人
格
的
支
配
。
並
び
に
元
末
の
上
海
の
土
豪
、
銭
鶴
皐
の
送
呈
璋
に

対
す
る
反
抗
か
ら
、
氏
は
江
南
で
の
地
主
i
佃
戸
制
の
広
範
な
展
開
と
、
土
豪
・
富
民
層
に
顕
著
な
「
自
立
性
」
の
存
在
を
推
論
す
る
の
で
あ

る
。　

も
と
も
と
土
豪
・
富
民
層
と
は
、
歴
史
的
な
範
疇
で
の
呼
称
で
は
な
く
、
当
時
の
文
献
に
頻
見
す
る
大
家
、
大
盤
、
巨
室
な
ど
と
同
様
、
い

わ
ゆ
る
〃
大
地
主
”
を
意
味
す
る
。
同
じ
く
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
　
「
郷
村
に
居
住
し
、
地
主
的
土
地
所
有
関
係
を
媒
介
と
し
て
、
佃
戸
を

は
じ
め
と
す
る
周
辺
の
直
接
生
産
者
農
民
を
、
社
会
的
政
治
的
に
も
支
配
す
る
権
力
を
持
つ
地
主
層
」
と
規
定
で
き
る
。
い
ま
仮
に
こ
の
定
義

に
従
う
と
し
て
、
一
つ
の
目
安
と
な
る
の
は
土
地
の
所
有
額
（
或
い
は
税
糧
額
）
で
あ
る
。
明
初
の
史
料
に
例
を
取
れ
ば
、
土
地
所
有
額
で
は
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

頃
以
上
、
税
糧
額
で
は
一
百
石
か
ら
三
千
八
百
石
を
納
入
す
る
者
ま
で
を
、
一
応
富
民
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
大
土
地
所
有
を

背
景
と
し
て
、
郷
村
で
の
直
接
生
産
者
農
民
に
対
す
る
社
会
的
政
治
的
支
配
力
を
持
っ
た
実
体
と
し
て
、
他
の
〃
中
小
地
主
”
と
区
別
さ
れ
る

存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
で
は
「
富
民
」
と
い
う
範
疇
を
設
定
し
、
旧
稿
で
の
「
江
南
地
主
」
と
い
う
総
称
を
、
便
宜
的
に
江
南

「
地
主
・
富
民
」
と
並
列
分
類
し
て
使
用
し
た
い
。
ま
た
郷
村
で
の
影
響
力
の
程
度
か
ら
み
て
、
富
民
層
に
視
点
を
置
い
て
論
を
進
め
る
。

　
さ
て
、
愚
民
は
富
民
層
の
「
自
立
性
」
の
中
に
、
元
末
明
初
段
階
の
特
殊
性
を
見
い
出
そ
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
富
民
層
に
見
ら

れ
る
、
こ
の
す
ぐ
れ
て
“
封
建
的
”
な
特
徴
は
、
元
朝
の
衰
微
と
反
乱
の
麗
延
す
る
激
動
の
情
勢
一
い
わ
ゆ
る
政
治
的
空
白
に
直
面
し
た
時
、
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彼
ら
に
両
様
の
行
動
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
は
当
時
点
で
の
社
会
的
政
治
的
完
結
支
配
が
「
そ
の
ま
ま
容
認
さ
れ
る
よ
う
な

権
力
機
構
を
自
ら
の
手
で
地
方
に
樹
立
」
し
ょ
う
と
す
る
行
動
。
ま
た
他
は
一
定
の
制
限
を
受
け
な
が
ら
も
、
朱
魚
条
政
権
の
「
集
権
的
権
力

機
構
」
に
結
集
す
る
行
動
で
あ
る
。
大
多
数
の
富
民
は
後
者
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
が
分
析
さ
れ
た
上
海
の
原
資
皐
の
よ
う
な
、
前
者

に
属
す
る
富
民
も
い
た
。
両
者
の
行
動
の
違
い
が
何
に
基
づ
く
か
は
暫
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
既
得
権
益
の
保
障
を
図
る
上
で
、
富
民
層
は
い

ず
れ
か
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　
「
朱
元
璋
政
権
の
土
豪
・
富
民
層
に
対
す
る
政
策
の
基
調
は
、
そ
れ
を
集
権
的
権
力
機
構
に
包
摂
し
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
積
極
的
に
利
用

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
森
論
文
）
」
が
、
こ
れ
は
宋
以
後
の
諸
王
朝
の
基
本
通
念
で
あ
る
。
富
民
層
に
と
っ
て
、
一
部
の
権
力
志
向
型
を
除
き
、
自

己
規
棚
を
代
償
と
し
な
が
ら
も
還
元
璋
政
権
と
の
合
作
に
向
か
う
の
は
、
自
然
な
趨
勢
だ
っ
た
と
い
え
る
。
筆
者
の
か
つ
て
述
べ
た
、
明
朝
政

権
と
江
南
地
主
と
の
協
力
関
係
と
は
こ
の
事
実
を
指
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
協
力
関
係
は
、
必
ず
し
も
両
者
の
利
益
が
一
致
し
た
故
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
片
や
郷
村
で
の
現
行
既
得
権
益
の

確
保
、
片
や
富
民
に
基
礎
を
置
く
郷
村
維
持
、
そ
れ
に
基
づ
く
倍
役
・
税
優
等
の
徴
収
と
い
う
目
的
は
、
双
方
の
利
益
追
求
上
、
相
容
れ
な
い

も
の
を
持
っ
て
い
る
。
王
朝
側
の
論
理
と
富
民
側
の
論
理
の
相
剋
で
あ
り
、
政
権
確
立
過
程
で
は
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
い
た
も
の
の
、
王

朝
樹
立
と
同
時
に
そ
れ
が
尖
鋭
化
し
、
現
行
体
認
を
継
続
す
る
限
り
、
と
も
に
一
定
の
譲
歩
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
を
打

破
し
、
王
朝
側
の
論
理
貫
徹
の
た
め
強
権
を
発
動
し
て
断
行
さ
れ
た
の
が
、
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
朝
支
配
下
に
何

の
抵
抗
も
な
く
包
摂
さ
れ
た
大
部
分
の
富
民
に
し
て
も
、
元
来
王
朝
権
力
と
の
間
に
矛
盾
を
内
包
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
正
朝
側
の
理
念
に
適
う
富
民
も
実
在
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
義
門
」
を
典
型
と
す
る
「
郷
村
維
持
型
」
富
民
は
、
郷
，
村

維
持
を
通
じ
て
得
る
自
家
の
繁
栄
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
点
、
他
の
富
民
層
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
だ
が
道
徳
的
義
侠
心
に
負
う
彼
ら
の

日
常
行
動
は
、
確
か
に
王
朝
側
の
理
念
に
合
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
朱
元
璋
が
金
華
を
攻
略
す
る
や
、
た
だ
ち
に
鄭
氏
を
旛
表
し
た
裏
に
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
（
第
一
稿
参
照
）
。
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言
い
換
え
れ
ば
、
森
氏
に
よ
っ
て
二
類
型
化
さ
れ
た
富
民
層
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
つ

は
、
あ
く
ま
で
も
朱
元
璋
と
の
競
合
関
係
に
立
っ
て
、
政
権
樹
立
を
目
指
し
た
銭
鶴
座
の
よ
う
な
「
権
力
志
向
型
」
富
民
。
二
つ
に
は
、
三
元

璋
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
、
既
得
権
益
の
安
堵
と
大
土
地
所
有
の
一
層
の
展
開
を
図
る
「
利
益
追
求
型
」
欝
民
。
そ
し
て
最
後
は
、
同
じ
く
朱

元
璋
に
包
摂
さ
れ
た
、
郵
揺
の
よ
う
な
義
々
を
典
型
と
す
る
「
郷
村
維
持
型
」
富
民
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
は
富
民
は
す
べ
て
利

益
追
求
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
富
民
個
々
人
の
意
識
の
問
題
と
し
て
、
郷
村
維
持
を
標
榜
す
る
富
民
と
、
自
己
の
利
益
の
み
追

求
し
て
他
者
を
省
み
な
い
富
民
と
は
、
や
は
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
い
う
利
益
追
求
型
と
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
を
指
す
。

ま
た
権
力
志
向
型
と
は
、
算
氏
の
指
摘
す
る
「
自
立
性
」
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
た
存
在
で
あ
り
、
他
の
二
者
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
利
益
追
求
型
と
郷
村
維
持
型
と
が
、
郷
村
で
の
現
行
の
支
配
を
完
結
さ
せ
、
王
朝
権
力
の
包
摂
を
拒
否
し
た
時
、
そ
れ
は
権
力
志
向

型
と
し
て
王
朝
権
力
に
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
利
益
追
求
型
が
「
私
」
的
な
面
を
、
郷
村
維
持
型
が
「
公
」
的
な
面
を
重
視
す

　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
様
の
支
配
形
態
の
窮
極
点
に
、
権
力
志
向
型
は
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
権
力
志
向
型
に
は
、
行
動

の
背
景
に
二
つ
の
タ
イ
プ
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
利
益
追
求
型
・
郷
村
維
持
型
と
、
権
力
志
向
型
と
を
区
別
す
る
垂
準
は
、
あ
く
ま
で

も
朱
元
璋
の
支
配
下
に
包
摂
さ
れ
た
か
否
か
に
係
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
例
え
ば
権
力
志
向
型
に
な
れ
る
力
蚤
を
備
え
な
が
ら
、
そ
の
志
向
を
持
た
な
か
っ
た
沈
万
三
の
よ
う
な
人
物
も
い
る
し
、
ま
た
彼
以
下
の
勢

力
で
も
権
力
を
志
向
し
た
富
民
が
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
不
本
意
な
が
ら
も
、
武
力
的
に
優
る
朱
鷺
璋
の
支
配
下
に
入
っ
た
権
力
志
向
型
も

存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
も
表
面
的
に
み
れ
ば
、
　
「
公
」
　
「
私
」
に
対
す
る
関
心
に
応
じ
て
、
郷
村
維
持
型
か
利
益
追
求
型
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
と
す
れ
ば
、
富
民
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
か
は
、
彼
ら
の
意
識
に
大
き
く
与
っ
て
お
り
、
意
識
に
よ
る
分
類
も
可
能
だ
と
考
え
る
。
こ

こ
で
提
示
し
た
O
権
力
志
向
型
、
⇔
利
益
追
求
型
、
⇔
郷
村
維
持
型
の
三
類
型
は
、
確
か
に
現
象
面
で
の
分
類
に
す
ぎ
ず
、
本
質
論
は
捨
象
さ

れ
て
い
る
。
し
か
も
地
域
性
は
無
視
さ
れ
、
ま
た
歴
史
的
位
置
付
け
も
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
富
民
の
「
意
識
」
と
、
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そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
志
向
性
」
を
分
類
す
れ
ぱ
、
や
は
り
以
上
の
三
者
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
点
を
重
視
し
、
あ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
三
類
型
に
従
っ
て
論
を
進
め
た
い
。

　
元
代
の
江
南
社
会
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
華
北
と
対
比
さ
れ
る
生
産
力
の
差
が
、
当
地
に
地
主
一
佃
戸

制
と
大
土
地
所
有
の
広
範
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
一
般
的
な
認
識
に
留
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
元
来
地
主
の
大
多
数
は
、
　
「
官

僚
得
吏
等
と
結
託
し
た
り
国
家
権
力
や
そ
の
末
端
機
構
に
依
存
寄
生
す
る
事
に
よ
っ
て
安
定
化
を
図
」
つ
た
が
、
特
に
こ
の
傾
向
は
、
征
服
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

朝
元
朝
に
お
い
て
一
層
顕
薯
に
な
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
超
晴
代
的
な
現
象
で
も
あ
る
在
郷
富
民
・
地
主
層
と
官
庁
と
の
癒
着
だ
が
、
元
代

の
江
南
で
は
そ
れ
が
常
態
化
し
て
い
た
ら
し
い
。
例
え
ば
元
末
の
人
、
楊
璃
の
『
山
居
新
語
』
（
『
武
林
往
哲
遺
箸
』
所
収
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

　
　
又
江
南
有
薪
官
来
任
者
、
臣
室
須
遠
接
、
以
拝
見
銭
与
之
、
叩
之
、
豊
艶
以
穿
弊
来
。
如
江
西
・
漸
因
数
大
書
長
葱
、
非
千
定
不
可
、
間
有
一
二
能
者
、

　
　
詐
及
三
千
定
者
。
佐
弐
各
等
第
、
皆
膚
定
価
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
う
し
た
元
代
江
南
の
風
潮
は
、
愛
宕
松
男
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
元
朝
の
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
と
い
う
点
に
も
起
因
し
て
い
よ
う
。

華
北
と
の
対
比
で
租
税
制
度
・
郷
村
組
織
等
か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
さ
れ
た
氏
の
結
論
は
、
現
象
面
で
の
指
摘
に
留
ま
り
、
脆
弱
性
を
生
み
出

す
直
接
の
要
因
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
確
か
に
江
南
に
対
す
る
元
朝
支
配
の
脆
弱
性
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
何
よ
り
も

実
在
す
る
江
南
社
会
の
現
状
が
、
逆
説
的
に
疑
の
指
摘
を
証
明
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
先
述
し
た
王
朝
権
力
と
富
民
層
と
の
対
抗
関
係
で
捉
え

る
時
、
一
方
の
退
潮
は
他
方
の
増
長
を
意
味
し
た
。
元
代
江
南
に
特
に
顕
著
な
窟
民
・
地
主
層
の
勢
力
扶
植
の
事
実
は
、
元
朝
支
配
の
脆
弱
性

の
要
因
は
暫
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
そ
の
脆
弱
性
を
伴
う
江
南
と
い
う
空
間
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
ら
の
行
動
を
助
長
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
光
代
江
南
社
会
の
「
特
殊
性
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
特
殊
性
を
助
長
す
る
要
素
は
他
に
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
身
分
制
下
の
江
南
の
住
民
、
南
砂
の
位
置
で
あ
る
。
元
代
に
は
、
蒙
古
・
色
鼠
・
漢

人
・
里
人
と
い
う
厳
格
な
身
分
制
が
布
か
れ
、
最
下
層
の
接
骨
は
政
治
的
に
は
ほ
と
ん
ど
疎
外
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
彼
ら
億
、
南
人
に
わ
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ず
か
に
開
か
れ
た
首
領
官
・
属
吏
等
の
下
級
役
人
へ
の
道
を
選
ぶ
か
、
あ
る
い
は
貴
顕
と
の
コ
ネ
で
仕
官
を
図
る
ほ
か
な
い
。
必
ず
し
も
登
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

制
度
の
確
立
し
て
い
な
い
元
代
で
は
、
縁
故
に
よ
る
仕
官
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
正
規
の
仕
途
の
な
い
南
人
は
こ
の
方
途
を
積
極
的
に
利
用

し
た
。
そ
の
場
合
、
葉
子
奇
『
草
木
子
』
巻
三
　
克
謹
篇
に
、

　
　
天
下
治
平
軍
楽
、
論
理
要
撃
、
皆
北
人
為
之
、
漢
人
・
南
人
万
中
尊
一
二
。
其
単
為
者
、
不
過
州
県
卑
秩
、
蓋
亦
僅
有
、
而
絶
無
膝
甲
。
…
…
。
南
人
在

　
　
都
求
仕
者
、
北
人
目
為
騰
難
、
至
以
相
讐
訴
。
蓋
強
難
為
南
方
鱗
北
人
之
物
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
接
触
の
手
段
に
賄
賂
が
用
い
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
登
用
制
度
が
確
立
し
て
い
な
い
以
上
、
賄
賂
横
行
の
下
地
は
十
分

　
　
　
　
　
　
⑨

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
南
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
一
部
南
人
の
行
動
が
、
元
朝
的
体
質
に
さ
ら
に
拍

車
を
か
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
同
時
に
、
政
治
面
で
の
立
身
の
望
み
を
断
た
れ
た
大
多
数
の
南
人
に
と
っ
て
、
残
さ
れ
た
途
は
郷
村
で
の
勢
力
扶
植
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分

に
予
想
さ
れ
る
。
し
か
も
彼
ら
を
取
り
巻
く
風
潮
と
し
て
、
賄
賂
横
行
は
日
常
茶
飯
の
常
識
と
化
し
て
い
る
。
政
治
的
野
心
の
達
成
と
並
ん
で
、

経
済
面
で
の
成
果
を
最
も
手
っ
取
り
早
く
獲
得
で
き
た
の
も
、
ま
た
こ
の
賄
賂
で
あ
っ
た
ろ
う
。
例
え
ば
、
方
孝
播
『
遜
志
斎
集
』
（
『
四
部
叢

刊
初
編
』
所
収
）
巻
二
一
「
童
賢
母
伝
」
に
、

　
　
初
元
黍
無
政
、
大
家
謹
撰
翌
旦
萸
、
田
之
租
税
、
稗
小
民
判
者
代
輸
、
里
諸
因
而
漁
利
、
平
畝
徴
米
四
升
、
小
民
以
為
病
。

と
あ
る
地
方
官
府
と
在
郷
富
民
・
地
主
層
と
の
結
託
は
、
長
い
中
国
の
歴
史
の
中
で
の
単
な
る
癒
着
問
題
以
上
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
即
ち
、
元
朝
支
配
下
の
無
人
に
本
来
的
に
負
荷
さ
れ
た
被
差
別
的
立
場
が
、
逆
に
元
朝
頽
廃
の
要
因
を
助
長
し
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
元
代
江
南
の
賄
賂
の
横
行
は
、
元
朝
支
配
の
特
殊
性
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
も
、
「
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」

と
い
う
も
う
一
つ
の
特
殊
性
が
加
味
さ
れ
る
時
、
統
治
権
力
の
稀
薄
化
し
た
江
南
社
会
は
、
一
見
無
秩
序
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

明
初
の
史
料
に
つ
と
に
顕
著
な
、
元
末
の
紀
綱
素
乱
に
対
す
る
攻
撃
は
、
反
乱
に
よ
る
統
治
能
力
の
失
墜
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
元
朝
が
本
質

的
に
持
つ
構
造
的
欠
陥
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
元
朝
権
力
が
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
結
果
的
に
現
出
し
た
状
況
で
あ
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ろ
う
と
も
、
明
初
の
史
家
に
は
明
ら
か
に
異
質
の
社
会
と
し
て
映
る
も
の
で
あ
っ
た
。
異
民
族
元
朝
を
誹
幽
す
る
明
初
の
時
代
性
を
割
り
引
い

て
も
、
そ
こ
に
は
民
族
的
憎
悪
を
超
え
た
元
代
江
南
の
頽
廃
的
事
実
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

的
江
南
社
会
」
と
い
う
概
念
が
・
婁
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
晦
・

こ
こ
に
元
朝
的
腐
敗
の
構
造
一
特
殊
コ
兀
朝

元・明交替の理念と現実（檀上）

①
　
　
『
名
古
屋
山
人
瀞
宇
文
学
葡
即
研
二
九
払
醐
集
』
四
四
　
　
…
九
六
七
。

②
　
　
『
明
太
祖
実
録
軸
下
期
三
十
年
四
月
上
巳
、
岡
三
年
一
一
月
庚
午
の
各
条
。

③
　
こ
こ
で
い
う
「
私
駄
と
「
公
」
の
関
係
は
極
め
て
不
分
明
だ
が
、
本
稿
で
は
仮

　
に
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
き
た
い
。
　
つ
ま
り
、
　
「
私
」
　
の
範
囲
は
、
自
己

　
か
ら
始
ま
っ
て
家
族
、
同
族
に
及
ぶ
血
縁
関
係
を
基
本
と
す
る
。
こ
れ
に
紺
し
て

　
「
公
」
は
、
　
「
私
」
以
外
の
不
特
定
多
数
で
あ
り
、
特
に
　
「
郷
村
維
持
」
等
の

　
「
公
」
的
な
行
為
と
は
、
そ
う
し
た
不
特
定
多
数
へ
の
抑
「
私
」
を
伴
う
能
動
的

　
な
働
き
か
け
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
行
為
の
婆
に
、
名
誉
欲
と
か
自
家

　
の
繁
栄
と
い
う
「
私
」
的
な
反
対
給
付
の
目
的
が
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
は
不
特
定

　
多
数
へ
の
行
為
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
「
公
」
的
な
行
為
と
規
定
し

　
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
窮
極
の
点
で
は
「
私
」
的
な
目
的
を
持
つ
　
「
郷
村
維
持

　
型
」
面
罵
も
、
日
常
の
行
為
か
ら
見
る
隈
り
、
あ
く
ま
で
も
「
公
」
的
な
立
場
に

　
立
つ
こ
と
に
な
る
。

④
　
元
来
の
大
難
豪
と
し
て
、
沈
万
三
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
た
だ
彼
の
富

　
は
、
海
外
貿
易
な
ど
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
（
清
水
泰
次
「
沈
万
三

　
説
話
考
」
　
『
史
観
』
三
六
　
｝
九
五
〇
）
、
　
沈
万
三
自
身
必
ず
し
も
郷
村
に
基
盤

　
を
置
く
富
罠
で
は
な
い
。
そ
の
点
、
今
問
題
に
し
て
い
る
元
末
明
初
段
階
の
窟
厩

　
の
中
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
本
稿
で
設
定
し
た
「
利
益
追
求
型
」
の
範
麟
と

　
は
若
干
の
劔
賠
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
志
向
性
」
の
面
か
ら
、
特
に
｝

　
例
と
し
て
挙
げ
て
お
い
た
。

⑤
　
三
類
型
は
密
畏
に
つ
い
て
の
分
類
だ
が
、
権
力
志
向
型
を
除
く
他
の
二
類
型
は
、

　
そ
の
ま
ま
中
小
地
主
に
も
該
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
寓
罠
が
周
辺
の
濃
渓
を
社
会

　
的
政
治
的
に
支
配
す
る
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
郷
村
で
の
影
響
力
の
点
か
ら
、
両

　
者
を
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
志
向
性
に
基
づ
く
限
り
、
中
小

　
地
主
も
や
は
り
二
類
型
に
分
類
で
き
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
窟
民
に

　
視
点
を
置
く
が
、
中
小
地
主
も
分
類
の
対
象
と
し
て
、
両
者
を
併
記
す
る
場
合
の

　
あ
る
こ
と
を
前
も
っ
て
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
ま
た
つ
い
で
に
付
記
す
る
な
ら
、
繰
出
環
集
団
が
農
民
軍
か
ら
地
主
軍
に
「
転

　
化
」
し
た
後
の
行
動
原
理
は
、
郷
村
維
持
型
に
出
自
す
る
権
力
志
向
型
富
蝿
の
そ

　
れ
に
、
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
た
だ
嘉
元
環
の
支
配
下
に
は
、

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
利
益
追
求
型
も
包
摂
さ
れ
て
お
り
、
志
向
性
の
異
な
る
富
民

　
の
意
識
が
、
ど
の
よ
う
な
媒
介
を
経
て
、
郷
村
維
持
を
標
榜
す
る
王
朝
権
力
の
姿

　
勢
に
止
揚
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

⑥
相
田
洋
「
『
元
末
の
反
乱
』
と
そ
の
背
景
」
『
歴
史
学
研
究
』
三
六
一
　
一
九

　
七
〇
。

⑦
コ
兀
の
中
国
支
配
と
漢
畏
族
社
会
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
九
一
九
七
〇
。

⑧
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
二
月
甲
午

　
　
上
諭
群
臣
日
、
昔
登
時
不
重
名
爵
、
或
以
私
愛
、
潮
嵐
以
官
職
。
名
難
易
得
、

　
　
実
無
益
於
箏
、
徒
擁
虚
名
而
巳
。

⑨
元
朝
の
賄
賂
横
行
の
漢
籍
を
示
す
も
の
と
し
て
、
岡
じ
く
『
草
木
子
』
巻
四

　
克
謹
製
に
、

　
　
元
朝
宋
年
、
官
貧
吏
汚
。
始
因
蒙
古
色
闘
人
、
閣
然
不
知
廉
恥
之
為
何
物
、
其

　
　
聞
入
討
銭
、
各
有
名
霞
。
所
属
始
参
日
拝
見
銭
。
無
事
白
亜
日
義
花
銭
。
逡
節

　
　
日
揮
節
銭
。
生
辰
日
生
日
銭
。
管
審
衆
寡
日
常
例
銭
。
送
迎
日
人
情
銭
。
勾
追
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日
貰
発
銭
。
訟
訴
日
公
事
銭
。
冤
霊
気
多
日
得
手
。
除
野
州
愛
日
好
士
分
。
補

　
得
職
近
日
好
禦
窟
。
漫
不
知
忠
君
愛
昆
之
為
何
事
也
。

⑩
例
え
ば
『
明
太
祖
爽
録
』
洪
武
四
年
十
一
月
庚
申
に
、

　
命
良
今
官
吏
犯
職
罪
者
無
煙
。
初
元
末
政
弊
、
仕
進
者
多
賂
遣
権
、
要
遽
買
名

　
爵
。
下
締
州
県
簿
書
小
吏
、
非
財
賂
亦
零
墨
硝
進
。
及
至
飯
事
、
軌
慮
政
鶴

　
獄
、
大
為
民
害
。

⑪
　
元
朝
的
江
南
社
会
を
形
成
す
る
要
因
に
、
　
「
元
朝
の
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
と

　
「
南
人
の
政
治
的
疎
外
」
の
二
点
を
挙
げ
た
。
本
稿
で
は
各
々
別
個
の
要
因
と
し

　
て
扱
っ
た
が
、
実
際
は
旛
互
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
江
南
支

　
配
の
脆
弱
性
」
も
、
江
南
で
の
広
範
な
地
主
制
の
展
開
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む

　
し
ろ
元
朝
権
力
の
政
治
的
力
量
が
、
地
主
層
全
体
を
包
括
で
き
な
か
っ
た
結
果
、

と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
南
人
を
身
分
的
に
最
下
層
に
鍛
き
、
政

治
的
に
疎
外
し
た
の
も
、
以
上
の
状
況
を
も
た
ら
し
た
南
人
へ
の
、
報
復
的
措
置

と
み
な
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
の
｝
方
で
、
　
「
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
地
主
制
の

発
展
を
促
し
た
こ
と
も
購
実
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
　
「
脆
弱
性
」
と
「
地
主
制
の

展
開
」
と
は
、
ど
ち
ら
が
「
園
」
で
ど
ち
ら
が
「
果
」
な
の
か
、
一
概
に
断
定
で

き
な
く
な
る
。
身
分
制
に
お
け
る
南
人
の
位
鐙
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
解
明
す
べ
き

問
題
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
　
「
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
と
「
南
人
の
政
治
的
疎
外
」
の
二
現
象

を
静
態
的
に
捉
え
、
そ
の
現
象
を
生
み
出
す
直
接
の
原
閃
は
捨
象
し
た
上
で
、
「
元

朝
的
江
南
社
会
」
と
い
う
概
念
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
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二
　
明
王
朝
の
成
立
と
富
民
層

　
元
朝
的
江
爾
社
会
を
最
も
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
三
類
型
の
富
民
の
う
ち
の
利
益
追
求
型
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
以
外
に
郵
駅
の
よ

う
な
郷
村
維
持
型
も
存
在
す
る
が
、
地
方
官
府
と
癒
着
し
て
自
己
権
益
の
拡
大
を
図
っ
た
の
は
、
利
益
追
求
型
に
外
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
醸
成

し
た
腐
敗
の
構
造
が
、
元
朝
支
配
の
「
特
殊
性
」
に
負
う
て
い
れ
ぼ
こ
そ
、
特
に
「
元
朝
的
江
南
社
会
」
と
い
う
概
念
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
類
型
が
、
元
代
を
通
じ
て
存
在
し
た
の
に
対
し
、
権
力
志
向
型
は
、
元
朝
の
統
治
能
力
が
失
墜
し
て
初
め
て
表
面
化
す
る
。
そ
の

意
味
で
、
権
力
志
向
型
は
元
朝
政
権
の
安
定
期
に
は
、
利
益
追
求
型
か
郷
村
維
持
型
か
の
い
ず
れ
か
の
範
疇
に
留
ま
っ
て
い
る
。
郷
村
に
対
す

る
関
心
が
、
　
「
私
」
的
、
　
「
公
」
的
ど
ち
ら
の
面
を
重
視
す
る
か
の
違
い
は
あ
れ
、
元
朝
権
力
の
弱
体
化
に
伴
い
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
現
行
の

郷
村
支
配
を
、
極
限
ま
で
推
し
進
め
よ
う
と
蜂
起
し
た
の
が
権
力
志
向
型
で
あ
る
。
従
っ
て
、
中
国
全
土
に
対
す
る
王
朝
支
配
の
弛
緩
し
た
混

乱
期
に
の
み
、
三
類
型
の
す
べ
て
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
二
元
璋
を
支
援
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
権
力
志
陶
型
を
除
く

他
の
二
者
で
あ
り
、
権
力
志
向
型
は
、
銭
鶴
皐
の
よ
う
に
王
朝
形
成
過
程
で
個
別
的
に
撃
破
さ
れ
た
。
表
面
上
を
見
る
限
り
、
明
朝
成
立
時
に



元・明交替の理念と現実（檀上）

は
、
再
び
権
力
志
向
型
は
姿
を
消
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
洪
武
元
年
（
＝
二
六
八
）
明
王
朝
が
成
立
、
続
く
北
伐
に
よ
っ
て
繊
麗
は
漢
心
に
逃
亡
し
、
元
朝
の
中
国
支
配
は
九
十
余
年
で
終
焉
を
告
げ
た
。

激
動
の
混
乱
期
に
久
し
ぶ
り
の
秩
序
が
戻
る
と
、
従
来
外
部
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
た
目
が
内
部
に
も
注
が
れ
、
新
し
い
王
朝
支
配
の
枠
組
が

矢
継
早
に
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
流
れ
の
上
で
、
富
民
層
に
対
し
て
も
王
朝
側
か
ら
の
再
編
成
が
開
始
さ
れ
た
。
洪
武
三
年
二
月
、

朱
元
璋
は
三
国
の
富
民
を
京
師
南
京
に
集
め
て
、
次
の
よ
う
な
訓
諭
を
行
っ
て
い
る
。
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
二
月
庚
午
、

　
　
上
日
、
富
民
多
豪
強
、
故
元
時
、
勇
略
欺
凌
小
職
、
武
断
郷
曲
、
人
受
其
事
。
宜
弼
之
来
、
朕
常
磁
諭
之
。
至
是
等
郡
下
民
謡
入
見
。
上
諭
之
日
、
汝
等

　
　
居
田
里
、
安
享
窟
税
者
、
汝
知
之
乎
。
古
人
有
言
、
民
生
有
欲
、
無
主
乃
乱
。
使
天
下
一
日
無
主
、
則
強
凌
弱
、
帯
下
寡
、
富
者
不
得
唐
安
、
貧
者
不
能

　
　
自
存
夷
。
今
朕
為
ホ
主
、
立
法
定
制
、
使
富
者
得
以
保
其
富
、
貧
者
首
鼠
全
貴
生
。
爾
等
当
循
墨
守
法
、
能
守
法
、
則
能
保
身
　
。
母
凌
弱
、
母
呑
貧
、

　
　
母
虐
小
、
毒
欺
老
、
孝
敬
父
兄
、
和
睦
親
族
、
周
給
貧
乏
、
遜
順
郷
里
。
如
脳
漿
野
良
昆
。
若
干
昔
之
所
為
、
非
良
民
。
衆
道
頓
首
謝
。
於
是
賜
酒
食
而

　
　
遣
之
。

こ
の
記
述
で
は
、
こ
れ
ら
の
富
民
が
ど
の
地
域
か
ら
召
集
さ
れ
た
か
が
不
明
だ
が
、
程
敏
政
『
翼
翼
程
先
生
文
集
』
（
正
徳
二
年
刊
本
）
巻
四
三

「
先
高
祖
徴
士
府
君
肝
表
」
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
洪
武
庚
戌
（
三
年
）
、
　
詔
江
南
諸
郡
県
、
大
家
一
人
詣
闘
、
府
警
与
行
。
高
皇
帝
親
御
奉
天
門
、
賜
宣
諭
戒
勉
。
府
君
帰
、
無
頼
晦
足
跡
、
不
至
公
門
。

　
　
有
司
累
徴
辮
、
皆
不
就
。

と
あ
り
、
主
に
江
南
地
域
の
富
民
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
わ
ゆ
る
王
朝
樹
立
の
た
め
に
、
積
極
的
に
朱
元
仁
を
支
援
し
て
き

た
富
民
層
で
あ
る
。

　
さ
て
、
朱
元
璋
は
富
民
に
対
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
訓
諭
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
調
は
郷
村
で
の
彼
ら
の
当
為
に
置
か
れ
て
い
た
。
富

民
が
郷
村
に
基
盤
を
持
つ
以
上
当
然
だ
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
図
が
あ
っ
た
。
前
掲
の
史
料
に
「
若
し
昔
の
為
す
所
に
購
え
ぼ
、
良
斑
に
非

ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郷
村
で
の
行
動
に
自
重
を
求
め
る
こ
と
が
一
つ
。
い
ま
一
つ
は
、
　
「
貧
乏
に
周
給
し
、
郷
里
に
遜
順
た
れ
」
と
も
あ
る
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よ
う
に
、
郷
村
秩
序
の
安
定
者
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
王
朝
支
配
に
と
っ
て
、
一
見
正
負
両
極
端
の
存
在
と
し
て
描
か
れ

て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
当
時
の
富
民
の
存
在
形
態
を
表
し
て
い
る
。
一
は
利
益
追
求
型
富
民
で
あ
り
、
一
は
郷
村
維
持
型
富
民
で
あ

る
。
そ
し
て
王
朝
の
理
念
と
し
て
措
楚
さ
れ
た
富
民
が
、
郷
村
維
持
型
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
晴
の
状
況
を
、
郷
氏
を
例
に

具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
藤
島
は
一
族
の
代
表
と
し
て
、
郵
滴
と
い
う
人
物
を
南
京
に
派
遣
し
て
い
る
。
些
か
長
く
な
る
が
、
王
緯
の
『
王
忠

文
公
集
』
（
『
叢
書
集
成
初
編
』
所
収
）
巻
四
「
送
鄭
仲
宗
序
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
上
之
三
年
夏
、
詔
徴
江
西
諸
郡
県
民
。
凡
称
大
家
者
、
悉
赴
閾
。
既
集
閾
下
、
則
造
之
於
廷
、
等
親
訓
諭
之
。
凡
天
地
陰
陽
・
性
命
仁
義
・
古
今
治
乱
盛

　
　
衰
・
紀
綱
法
度
・
賦
税
供
給
・
風
俗
政
治
得
失
之
故
諄
諄
焉
。
台
数
千
百
言
。
又
恐
翼
翼
遺
忘
而
不
能
詳
也
、
剣
如
簾
為
書
、
以
纂
本
分
賜
之
。
乃
六
月

　
　
十
三
日
庚
午
、
上
御
側
天
門
。
翰
林
臣
宋
謙
・
臣
雷
同
・
臣
王
緯
及
起
居
親
藩
陳
敬
、
奏
事
由
、
賜
坐
。
従
容
問
臼
、
卿
半
知
朕
所
以
訓
論
斯
民
之
意

　
　
乎
。
臣
轟
謹
対
日
、
自
古
帝
王
皆
身
兼
君
師
之
任
、
震
以
治
民
、
師
以
教
民
。
三
代
而
下
、
為
人
話
者
、
知
為
治
而
不
知
世
教
。
今
陛
下
主
天
下
、
為
治

　
　
之
道
已
備
、
而
又
集
約
民
爺
訓
諭
之
。
耳
提
颪
命
、
古
昔
厳
師
之
於
子
弟
、
此
政
古
昔
帝
王
教
民
之
黒
具
。
又
問
卿
等
等
量
見
郷
人
痛
論
否
乎
。
臣
濾
対

　
　
日
、
臣
郷
人
浦
江
義
門
標
氏
、
実
来
謁
書
論
、
為
薄
塩
陛
下
教
之
之
旨
甚
至
。
今
還
且
将
以
所
内
書
重
刻
而
墓
之
、
使
料
郷
郡
補
導
、
家
有
古
書
、
以
広

　
　
宣
聖
意
夷
。
…
…
。
皇
運
謹
言
薩
何
耶
。
隷
也
聞
之
。
…
…
。
今
仲
宗
之
家
、
思
葉
主
食
、
翻
然
有
仁
義
之
風
、
庶
幾
一
家
之
三
代
目
今
又
昭
受
聖
訓
、

　
　
而
且
図
使
郷
里
之
民
、
同
興
於
仁
譲
、
上
下
相
成
如
此
。
量
器
三
代
之
鴛
民
芸
与
。
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第
一
に
、
こ
の
度
の
訓
諭
が
富
民
層
を
対
象
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
王
朝
の
期
待
に
応
え
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も

王
朝
の
理
念
上
は
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
郵
清
が
、
朱
元
璋
よ
り
下
賜
さ
れ
た
訓
戒
の
書
を
重
刻
し
て
、
郷
里
の
民
に
配
布
し
た
の
も
、

郷
村
で
の
郵
氏
の
日
常
の
立
場
と
無
縁
で
は
な
い
。
す
で
に
第
一
稿
で
も
述
べ
た
通
り
、
石
茸
は
郷
村
の
秩
序
維
持
者
と
し
て
の
役
割
を
、
元

末
の
混
乱
期
を
通
じ
て
果
た
し
て
い
た
。
明
朝
権
力
と
し
て
は
綴
蓋
の
実
績
を
認
め
、
か
つ
そ
の
影
響
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
富
民
は
も
と
も
と
、
周
辺
の
直
接
生
産
老
農
民
を
社
会
的
政
治
的
に
支
配
す
る
存
在
で
あ
る
。
王
朝
権
力
に
包
摂
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
支
配

の
形
態
が
、
公
的
な
「
郷
村
維
持
」
に
向
か
う
か
、
私
的
な
「
利
益
追
求
」
に
向
か
う
か
は
、
富
民
個
々
人
の
意
識
に
か
か
っ
て
い
る
。
富
民



元・明交替の理念と現実（檀上）

は
こ
の
よ
う
に
、
両
様
の
方
向
性
を
内
包
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
双
方
向
性
は
、
富
民
に
限
ら
ず
他
の
中
小
地
主
に
つ
い

て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
社
会
的
影
響
力
の
大
き
い
富
民
だ
け
に
、
そ
の
行
動
は
看
過
で
き
な
い
。

　
王
朝
権
力
の
富
民
に
対
す
る
基
本
的
姿
勢
は
、
常
に
富
民
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
上
に
基
盤
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
富
民
は
王
朝
支
配
の

下
、
　
「
分
に
痛
い
、
法
を
守
り
」
、
郷
村
秩
序
の
安
定
に
寄
与
す
る
限
り
、
何
ら
障
害
物
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
王
朝
支
配
の
原
理
は
、

こ
う
し
た
郷
村
維
持
型
富
民
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
王
朝
側
の
主
観
的
意
図
で
あ
り
、
実
際
に
は
正
反
対
の
富
民
…
利
益
追
求
型
富
民

が
大
多
数
を
占
め
た
と
し
て
も
、
理
念
と
し
て
の
富
民
は
、
か
く
「
郷
村
維
持
型
」
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
現
実
社
会
に
目
を
向
け
た
場
合
、
鄭
氏
の
よ
う
な
義
門
や
、
は
っ
き
り
と
「
郷
村
維
持
」
を
標
榜
す
る
富
民
は
別
と
し
て
、
明
朝
権

力
は
利
益
追
求
型
富
民
の
行
動
を
規
制
し
、
理
念
に
沿
う
よ
う
働
き
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
洪
武
三
年
の
訓
諭
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
富
民
に
自
重
を
求
め
、
か
つ
彼
ら
を
利
用
す
る
と
い
う
王
朝
側
の
姿
勢
は
、
富
民
に
双
方
向
性
が
内
在
し
て
い
れ

ば
こ
そ
、
　
一
方
向
性
を
与
え
て
王
朝
支
配
の
末
端
を
担
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
と
す
れ
ぼ
、
訓
諭
の
翌
四
年
、
江
南
地
方
に
設
置
さ
れ
た
糧
長
は
、
一
つ
の
方
向
に
向
け
て
理
念
を
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

糧
長
の
任
に
は
富
民
等
の
在
郷
有
力
地
主
が
当
て
ら
れ
、
税
の
徴
収
・
運
搬
等
を
主
な
側
役
と
し
た
が
、
そ
の
裏
に
は
富
民
の
在
地
で
の
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
利
用
し
よ
う
と
の
狙
い
が
当
初
よ
り
込
め
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
郵
氏
か
ら
も
糧
長
は
選
ば
れ
、
鄭
濠
と
い
う
人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

当
時
、
悪
寒
に
な
る
こ
と
は
極
め
て
名
誉
な
こ
と
で
、
官
僚
と
ほ
ぼ
同
じ
待
遇
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。
明
朝
権
力
も
富
民
の
影
響
力
を
認
め

た
上
で
、
彼
ら
の
地
位
を
一
層
権
威
づ
け
、
郷
村
で
の
役
割
を
代
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
こ
ろ
で
糧
長
は
、
郷
村
維
持
型
富
民
か
ら
選
ぶ
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
実
際
は
理
念
と
現
実
と
を
混
同
視
す
る
嫌
い
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
た
め
『
宋
文
憲
公
全
集
』
巻
三
一
「
故
岐
寧
衛
経
歴
熊
府
君
墓
銘
」
に
、

　
　
明
年
（
洪
武
六
年
）
…
…
、
遂
命
之
蘇
州
、
顕
糧
長
罪
状
。
潜
至
、
択
其
尤
虐
民
心
杖
、
徒
之
鳳
陽
。

と
あ
る
よ
う
な
聖
堂
の
不
法
行
為
も
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
利
益
追
求
型
富
民
と
郷
村
維
持
型
富
民
と
を
未
分
明
に
利
用
し
た
結
果
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な
の
だ
が
、
そ
れ
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
。
王
朝
が
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
基
盤
は
ま
だ
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。　

例
え
ば
、
当
時
の
富
民
に
対
す
る
王
朝
側
の
認
識
を
、
邸
氏
を
例
に
見
て
み
よ
う
。
劉
仲
達
『
劉
主
意
書
』
巻
五
七
　
義
門
　
郵
派
に
、

　
　
太
祖
即
位
、
聞
其
程
召
至
愚
、
問
之
日
、
汝
何
名
天
下
第
一
家
。
対
日
、
臣
合
族
共
籐
、
已
八
九
世
。
出
府
知
野
薄
為
可
以
激
励
風
俗
、
遂
起
蓋
牌
坊
而

　
　
賜
以
扁
名
。
然
実
非
臣
之
所
敢
当
也
。
上
肉
、
画
家
食
有
若
干
人
。
対
日
、
　
一
千
有
畜
。
上
日
、
以
千
余
人
而
同
居
、
所
所
葉
影
、
誠
天
下
第
一
家
也
。

　
　
遂
遣
之
。
馬
簾
盾
於
壁
後
聴
之
。
太
祖
退
、
黒
瀬
日
、
躁
下
初
以
一
人
挙
事
、
幅
下
天
下
。
郷
直
家
致
千
余
人
。
使
薦
挙
事
、
顧
不
易
耶
。
上
驚
悔
、
即

　
　
命
中
官
復
召
入
、
問
日
、
汝
処
合
族
、
亦
有
道
乎
。
対
日
、
無
量
。
但
不
二
老
婆
言
耳
。
太
祖
大
笑
。

と
あ
る
。
野
史
の
類
で
あ
る
た
め
そ
の
青
葱
性
に
は
若
干
疑
問
が
残
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
馬
皇
后
の
危
惧
は
、
単
に
族
内
の
ま
と
ま
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

保
つ
郷
氏
に
限
ら
ず
、
一
部
の
富
民
に
対
す
る
支
配
老
側
の
認
識
を
暗
示
し
て
い
る
。
当
時
富
民
の
謀
反
を
謳
慰
す
る
者
が
目
立
つ
が
、
そ
う

し
た
謎
々
を
生
み
出
す
背
景
と
、
そ
れ
を
許
容
す
る
空
気
と
が
、
当
時
の
社
会
に
は
充
満
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

王
朝
成
立
過
程
で
個
別
的
に
撃
破
し
て
き
た
筈
の
、
権
力
志
向
型
富
民
の
残
存
で
あ
る
。
明
朝
権
力
の
圧
倒
的
武
力
の
も
と
、
表
面
的
に
は
鎮

静
を
装
う
権
力
志
向
型
富
民
に
し
て
も
、
政
権
の
状
況
次
第
に
よ
っ
て
は
、
再
び
自
立
化
へ
の
動
き
を
見
せ
だ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
輸
。
裏
返
せ
ぼ
、
富
民
層
を
包
摂
し
て
成
立
し
た
明
朝
も
、
内
部
に
は
ま
だ
不
安
定
的
要
素
を
抱
え
た
ま
ま
で
の
王
朝
樹
立
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
翼
長
設
置
に
し
て
も
、
理
念
通
り
実
施
す
る
に
は
、
い
ま
だ
王
朝
権
力
が
未
確
立
だ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
実
施
し
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
当
該
段
階
で
の
王
朝
権
力
の
理
念
と
現
実
と
の
相
剋
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
当
時
の
江
南
に
は
、
先
に
三
類
型
化
し
た
富
民
の
す
べ
て
が
、
現
行
の
形
を
維
持
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い
た
。
特
に
利
益
追
求

型
は
明
朝
に
包
摂
さ
れ
た
の
ち
も
、
史
劇
『
西
村
集
』
（
『
四
庫
全
書
珍
本
三
吉
』
所
収
）
巻
五
「
侍
御
劉
公
証
災
序
」
に
、

　
　
至
於
元
季
、
上
弛
下
縦
。
兼
併
之
家
、
占
田
多
者
二
千
頃
、
少
者
千
余
頃
、
県
議
役
斉
民
、
潜
蟄
不
道
。
本
朝
任
法
為
治
、
而
其
徒
重
連
前
轍
、
不
知
自

　
　
検
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
元
末
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
元
朝
的
江
南
社
会
」
の
明
初
へ
の
延
長
に
他
な
ら
な
い
。

元
朝
か
ら
明
朝
へ
の
政
権
移
行
は
あ
っ
た
も
の
の
、
江
南
社
会
の
大
勢
は
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
・
明
の
連
続

性
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
も
新
政
権
明
朝
の
も
と
で
は
、
新
し
い
要
素
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
王
朝
形
成
過
程
の
、
構
造
的
要
因
に
求
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

元・明交替の理念と現実（檀上）

元末明初の富民の三類型

元朝的江南社会

　　　利益追求型

郷村維持型

元末の反乱

一利益追求型

一季嬢力畳占向型

一間；ネ寸妥｛餅浄型

翻

明初的江南祉会

利益追求型←一

権力志向型（

郷村維持型一

消滅

／

1りliiif三b丈ril，・

　
明
朝
が
江
南
を
中
心
に
領
域
を
拡
大
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
王
朝
成
立
時
で
す
ら
、
そ
の
版
図

は
ほ
ぼ
黄
河
以
南
に
限
ら
れ
た
。
歴
代
統
一
王
朝
の
中
で
南
か
ら
興
つ
た
の
は
明
朝
が
最
初
で
、
こ
れ
は
江
南

の
生
産
力
の
向
上
と
常
に
関
連
づ
け
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
事
実
、
江
南
の
富
民
・
地
主
層
の
物
的
・
人
的
支
持
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
れ
ば
こ
そ
、
明
朝
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
人
的
方
面
で
は
、
領
土
を
征
服
す
る
こ
と
に
地
方
官
を
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

質
し
、
元
朝
の
旧
官
僚
か
あ
る
い
は
当
地
出
身
の
知
識
人
が
採
用
さ
れ
た
。
知
識
人
と
い
う
の
は
、
富
民
・
地

主
層
に
出
自
す
る
当
時
「
儒
士
」
と
呼
ば
れ
た
身
分
層
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
官
だ
け
で
な
く
、
中
央
の
京
官

に
つ
い
て
も
、

　
　
今
上
已
得
江
准
、
即
金
陵
為
帝
都
。
郷
間
子
弟
、
野
壷
大
官
。
　
（
『
遜
志
斎
集
』
巻
二
二
「
王
君
国
野
墓
碍
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、
江
南
出
身
者
が
主
流
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
朝
政
権
は
、
中
央
、
地
方
を
問
わ
ず
、

江
南
一
辺
倒
の
人
選
で
官
僚
の
補
給
を
し
て
き
た
と
い
え
る
。
王
朝
の
発
展
過
程
か
ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と
だ

っ
た
し
、
反
乱
軍
か
ら
出
発
し
て
官
僚
予
備
軍
の
な
い
座
元
璋
政
権
に
と
っ
て
、
現
地
の
実
情
に
も
通
じ
て
い

る
当
地
出
身
者
や
旧
官
僚
を
任
命
す
る
こ
と
は
、
最
良
の
策
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
措
置
は
、
一
見
理
に
適
つ
た
よ
う
で
、
そ
の
実
弊
害
を
生
み
出
す
危
険
性
も
内
包

し
て
い
た
。
江
南
の
在
郷
富
民
・
地
主
層
に
と
っ
て
、
旧
官
僚
の
残
存
は
、
そ
の
ま
ま
以
前
か
ら
の
繋
が
り
の
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継
続
を
意
味
す
る
し
、
ま
た
新
地
方
官
が
当
地
出
身
者
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
と
の
結
び
つ
き
は
容
易
に
で
き
る
。
江
南
出
身
者
に
占
め
ら
れ
て
い

る
中
央
官
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
歴
代
の
「
回
避
の
制
」
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
官
僚
と
在
郷
富
民
・
地
主
層

と
の
癒
着
は
、
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
後
の
洪
武
四
年
、
　
「
南
北
更
調
の
欄
」
と
い
う
、
南
人
を
北
方
、
黒
人
を
南
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
任
命
す
る
一
種
の
回
避
の
制
が
施
行
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
事
実
を
裏
付
け
る
。
ま
た
同
年
、
官
僚
の
収
賄
に
対
し
て
徹
底
し
た
禁
令
が
出
さ

　
　
　
　
　
　
⑨

れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
明
王
朝
は
成
立
当
初
、
江
南
の
富
民
・
地
主
層
に
と
っ
て
、
極
め
て
有
利
な
構
造
的
特
質
を
持
っ
て
い
た
。
見
方
に
よ
れ

ば
、
彼
ら
の
利
益
代
弁
機
関
と
さ
え
い
え
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
元
朝
的
江
南
社
会
の
再
生
産
を
容
認
し
、
か
つ
積
極
的

に
推
し
進
め
る
可
能
性
を
内
在
し
た
特
質
で
も
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
元
代
に
は
政
治
的
最
下
層
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
漁
人
－
い
ま
い
う

江
南
の
富
民
・
地
主
層
が
、
逆
に
政
治
的
中
心
を
占
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
南
単
層
の
政
治
的
疎
外
か
ら
生
ま
れ
た
元
朝
的
江
南
社
会
と

異
な
り
、
む
し
ろ
政
治
的
契
機
を
通
じ
て
、
南
人
が
主
体
と
な
っ
た
江
南
社
会
の
成
立
。
そ
の
意
味
で
、
元
朝
的
江
南
社
会
を
超
え
た
、
新
し

い
「
明
初
的
江
南
社
会
」
の
形
成
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
政
治
体
制
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
「
南
人
政
権
」
と
呼
び
う
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
一
元
的
統
一
支
配
を
目
指
す
明
朝
権
力
に
と
っ
て
、
南
人
政
権
か
ら
の
脱
皮
と
、
明
初
的
江
南
社
会
の
解
消
こ
そ
緊
急
の
課
題
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
采
苓
子
鄭
処
士
墓
賜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
石
、
小
者
数
千
石
。

　
　
『
遜
志
斎
集
』
巻
二
二

　
処
士
緯
派
、
字
伸
徳
。
…
…
。
家
以
日
賦
多
、
推
択
為
鞍
長
、
腰
以
自
己
朔
。

②
　
小
由
正
明
「
明
代
の
輪
飾
に
つ
い
て
一
と
く
に
前
半
期
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を

　
中
心
に
し
て
一
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
二
七
－
四
　
一
九
六
九
。

③
『
宋
文
憲
公
全
集
』
（
『
四
部
門
用
』
所
収
）
巻
三
四
「
上
海
夏
鱈
新
城
銘
」

　
国
朝
有
天
下
、
載
貨
肺
病
細
民
。
公
卿
疏
薄
以
為
業
他
画
人
、
与
畏
情
不
孚
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
又
多
蔽
於
酷
得
宿
豪
、
風
受
其
病
、
固
無
怪
。
莫
若
立
瞑
室
之
誠
信
於
民
者
為

　
長
、
針
蕗
細
葉
土
田
之
税
、
爺
転
輸
予
宮
。
於
楚
豊
幌
室
為
糧
長
。
働
者
督
糧

④⑥

『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
九
月
群
議

民
有
告
富
人
謀
反
者
。
命
御
史
台
・
刑
部
勘
問
、
皆
不
実
。
台
臣
欝
、
告
者
窺

在
赦
前
、
宜
編
戌
遠
方
。
刑
乱
言
、
当
抵
罪
。
上
曲
論
秦
門
止
、
対
日
、
元
時

鐘
告
謀
反
不
実
者
、
罪
止
杖
一
転
、
以
關
来
告
之
路
。
上
日
、
不
然
。
姦
徒
若

不
抵
罪
、
天
下
善
人
為
所
謎
多
奨
。
自
今
凡
膏
謀
反
不
実
有
漏
罪
。
有
司
著
為

令
。実

際
に
謀
反
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
事
実
を
裏
付
け
る
。
一
例
を
挙
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げ
れ
ば
、
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
元
雪
山
月
乙
卯

　
新
藁
堆
±
豪
黄
彬
・
河
幅
県
露
文
昌
・
汲
州
頗
仁
二
審
観
衆
作
乱
、
自
称
元
帥
。

　
　
（
屡
）
永
日
電
着
擦
目
。

⑥
　
陳
高
華
「
元
末
活
東
地
主
与
朱
元
歌
」
　
『
新
建
設
』
一
九
六
三
－
五
。

⑦
　
劉
辰
『
国
初
事
蹟
』
（
『
借
月
山
鍔
彙
紗
』
所
収
）

　
太
祖
所
克
城
池
、
得
元
朝
官
吏
及
儒
士
尽
用
之
。

⑪⑨

『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
鱈
年
十
一
｝
月
丙
戌

麸
時
吏
無
謬
選
、
南
北
画
調
、
已
定
為
常
例
。
而
有
厭
遠
喜
近
者
、
往
往
以
南

籍
改
冒
北
籍
、
以
北
籍
留
南
籍
。
上
閥
之
日
、
凡
治
人
者
、
必
先
自
治
。
此
輩

立
身
先
己
如
此
。
其
能
治
人
戸
。
論
吏
部
禁
絶
之
。

第
二
章
の
註
⑩
を
参
照
。

三
　
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
と
江
南
社
会

元・明交替の理念と現実（檀上）

　
前
章
で
述
べ
た
状
況
か
ら
の
脱
皮
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
の
が
、
洪
筆
記
の
五
つ
の
疑
獄
事
件
で
あ
っ
た
。
事
件
と
は
、
空
印
の
案
、
胡
惟

庸
の
獄
、
郭
桓
の
案
、
李
善
長
の
獄
、
藍
玉
の
獄
を
指
す
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
旧
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
在
地
の
富
民
層
と
の
関
係
か
ら

事
件
を
捉
え
直
し
た
い
。

　
五
事
件
は
相
互
連
関
的
な
意
義
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
胡
惟
庸
の
獄
ま
で
の
実
語
老
と
、
残
り
の
後
三
者
と
に
二
分
で
き

よ
う
。
胡
惟
庸
の
獄
直
後
の
官
僚
機
構
内
部
と
郷
村
で
の
改
革
は
、
一
方
が
中
書
省
の
廃
止
と
六
部
の
昇
格
、
他
方
が
黒
黒
制
の
設
置
に
結
実

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
王
朝
支
配
確
立
の
指
標
と
な
る
改
革
で
、
単
に
洪
武
雄
の
み
な
ら
ず
、
明
代
史
上
で
の
爾
期
的
意

義
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
は
、
後
三
老
の
事
件
は
補
足
的
な
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
胡
惟
庸
の
獄
を
境
に
、
ニ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
所
以

で
あ
る
。

　
洪
武
九
年
に
起
こ
さ
れ
た
空
印
の
案
は
、
地
方
官
府
の
毎
年
の
決
箪
報
告
で
、
慣
例
化
し
て
い
た
空
印
書
類
を
口
実
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
総
数
は
不
明
な
も
の
の
、
王
朝
成
立
以
前
か
ら
の
地
方
官
は
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
死
刑
や
流
罪
に
処
せ
ら
れ
、
新
た
な
官
僚
が
任

命
さ
れ
た
。
冤
罪
の
主
張
が
渦
巻
き
、
地
方
官
を
恐
怖
の
底
に
突
き
落
と
し
た
事
件
で
あ
る
。

　
曲
淵
庸
の
獄
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
要
す
る
に
宰
相
の
胡
惟
庸
が
謀
反
を
計
画
し
た
か
ど
で
、
彼
の
一
党
一
万
五
千
人
が
処
刑
さ
れ
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た
事
件
を
い
う
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
事
件
後
ま
も
な
く
官
僚
機
構
上
の
改
革
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
前
者
で
は
当
時
の
最
高
地
方

行
政
機
関
で
あ
る
行
中
書
省
の
廃
止
、
そ
れ
に
代
わ
る
布
政
司
（
民
政
）
、
按
察
司
（
監
察
）
、
都
指
揮
司
（
軍
事
）
の
三
権
分
立
体
制
へ
の
転
換
。

ま
た
後
者
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
当
の
宰
相
府
中
書
省
が
廃
止
さ
れ
、
従
来
中
書
省
下
に
あ
っ
た
六
部
が
皇
帝
に
直
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

行
政
面
を
見
れ
ば
、
中
央
・
地
方
が
六
部
一
布
政
司
体
制
を
と
り
、
機
構
上
の
権
力
分
散
化
と
相
倹
っ
て
、
皇
帝
権
は
比
類
な
い
程
強
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
二
事
件
は
、
と
も
す
れ
ば
官
僚
機
構
内
部
だ
け
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
両
事
件
の

直
接
の
き
っ
か
け
は
、
一
方
が
「
空
印
」
に
よ
る
不
正
、
他
方
が
「
謀
反
」
で
あ
る
が
、
と
も
に
真
偽
の
程
は
不
明
で
、
む
し
ろ
口
実
と
し
て

利
用
さ
れ
た
感
が
強
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
後
の
三
事
件
と
同
様
、
捏
造
事
件
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
闘
題
は
、
官
僚
機
構
を
含
め
た
形

で
両
事
件
を
起
こ
さ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
、
当
時
の
状
況
に
あ
る
。
そ
の
状
況
を
生
起
さ
せ
た
も
の
こ
そ
、
当
該
王
朝
の
解
決
す
べ
き
急
務
で

あ
っ
た
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
状
況
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
明
初
的
江
南
社
会
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
官
僚
と
在
郷
富
民
・
地
主
層
と
の
相
乗
作

用
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
思
う
時
、
今
回
の
改
革
が
、
官
界
、
郷
村
で
の
両
面
性
を
持
っ
て
断
行
さ
れ
た
の
も
当
然
と
い
え
る
。
夏
時
の
疑
獄

事
件
で
、
地
方
官
と
中
央
官
に
徹
底
し
た
弾
圧
が
な
さ
れ
た
の
は
、
明
初
的
江
南
社
会
を
支
え
て
い
る
官
僚
の
除
去
を
意
図
し
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
ま
た
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
六
部
1
1
布
政
司
体
制
は
、
明
初
的
江
南
社
会
に
直
結
す
る
官
僚
機
構
の
改
革
、
即
ち
中
書
省
・
行
中
書
省

の
否
定
の
上
に
成
立
し
て
お
り
、
い
わ
ぼ
明
初
的
遺
制
－
そ
れ
は
同
時
に
元
朝
的
遺
制
－
の
払
拭
、
新
し
い
明
朝
的
機
構
の
確
立
を
意
味

す
る
。
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
に
位
置
す
る
在
郷
富
民
・
地
主
層
に
対
し
て
も
、
何
ら
か
の
措
麗
が
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
洪
武
事
を
特
徴

づ
け
る
富
民
・
地
主
層
に
対
す
る
弾
圧
は
、
こ
の
点
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
郷
村
で
の
改
革
は
、
官
僚
機
構
内
部
よ
り
も
少
し
遅
れ
て
、
胡
惟
庸
の
獄
と
平
行
し
て
開
始
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
郷
村
を
一
種
の
恐
慌
状
態

に
陥
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
再
び
鄭
氏
を
取
り
上
げ
る
。
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元・明交替の理念と現実（檀．1：）

　
『
遜
志
斎
集
』
巻
二
二
「
采
苓
子
鄭
処
士
墓
隅
」
に
、

　
　
後
妄
人
誕
其
家
（
邸
家
）
与
権
臣
（
胡
惟
講
）
通
財
。
蒔
直
蓄
財
党
与
之
誹
、
犯
老
不
問
実
不
実
、
必
死
而
雛
其
家
。
処
士
与
従
弟
提
両
人
、
争
先
就

　
　
吏
。
上
品
憐
之
日
、
我
知
鄭
義
門
無
是
也
。
人
誕
之
耳
。
擢
提
福
建
布
政
司
参
議
、
而
尽
碁
所
徴
十
全
帰
郵
氏
。
…
…
。
適
是
時
、
漸
東
西
鐘
室
故
家
、

　
　
多
以
罪
傾
其
宗
、
而
処
士
家
数
千
指
特
完
、
蓋
忠
信
之
報
云
。

と
あ
る
。
地
域
的
に
見
れ
ば
江
南
地
方
、
中
で
も
史
料
に
あ
る
よ
う
に
漸
東
・
漸
西
地
方
が
主
要
対
象
地
域
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

地
主
制
の
広
範
に
展
開
し
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
王
朝
樹
立
に
最
も
貢
献
し
た
江
南
地
主
・
富
民
層
の
居
住
地
域
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、

今
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
明
初
的
江
南
社
会
の
弊
害
が
、
特
に
顕
著
な
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
漸
東
・
漸
西
地
域
で
多
数
の
富
民
が
籍
没
さ
れ
る
中
、
ひ
と
り
鄭
氏
の
家
だ
け
は
無
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
当
晴
の
郷
村
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
時
四
方
仇
怨
相
告
許
。
凡
指
話
粛
党
、
率
相
収
、
坐
重
獄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
主
同
説
が
疑
心
暗
鬼
の
状
況
で
、
謳
告
が
盛
ん
に
な
さ
れ

て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
場
合
、
常
に
利
用
さ
れ
た
の
が
轟
轟
庸
の
一
党
、
即
ち
「
胡
党
」
と
い
う
名
目
で
あ
る
。
当
時
の
鄭
氏
の
家
長
は
鄭
濾

で
、
先
に
糧
長
と
し
て
登
場
し
た
人
物
だ
が
、
彼
の
時
に
論
告
さ
れ
、
胡
党
に
坐
す
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
時
は
太
祖
自
ら
の
言

葉
で
処
罰
を
免
れ
、
む
し
ろ
従
弟
の
提
は
、
布
政
司
参
議
の
官
ま
で
授
け
ら
れ
る
厚
遇
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
事
実
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。　

鄭
氏
に
対
す
る
こ
う
し
た
措
置
の
裏
に
は
、
史
料
に
も
い
う
よ
う
に
、
義
門
と
い
う
事
実
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
。
専
門
は
い
わ
ば
郷
村

維
持
型
富
民
の
典
型
で
あ
り
、
富
民
・
地
主
層
の
春
雷
的
存
在
で
も
あ
る
。
郵
民
を
免
じ
た
裏
に
は
、
王
朝
側
の
強
い
政
治
的
配
慮
が
働
い
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
王
朝
運
営
に
は
富
民
・
地
主
層
と
の
合
作
が
基
本
的
条
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
先
述
し
た
よ

う
に
種
々
の
面
で
彼
ら
の
弊
害
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
王
朝
支
配
の
障
害
と
な
る
も
の
、
具
体
的
に
は
官
府
と
癒
着
し
て
、
自
己
の
権
益

を
拡
大
し
て
い
る
利
益
追
求
型
富
民
。
ま
た
当
面
は
利
益
追
求
型
に
甘
ん
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
郷
曲
に
武
断
し
て
、
明
朝
権
力
と
競
合
関
係

に
立
つ
可
能
性
の
あ
る
権
力
志
向
型
富
民
が
、
粛
清
の
対
象
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

19 （195）



　
し
か
も
籍
没
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
王
朝
側
は
特
別
に
調
査
官
を
派
遺
す
る
で
も
な
く
、
密
告
に
基
づ
い
て
そ
れ
こ
そ
「
実
不
実
を
間
わ
ず
」

に
処
罰
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
不
法
な
地
主
の
広
範
な
存
在
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
ま
ず
は
～
定
量
の
粛
清
を
狙
っ
て
展
開
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
耳
門
鄭
氏
に
何
ら
処
置
を
加
え
て
い
な
い
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
郷
村
秩
序
の
安
定
に

寄
与
す
る
郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
に
は
、
特
別
な
保
護
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
郷
村
で
の
密
告
の
効
能
は
、
そ
の
密
告
自
体
、
各
富
民
・
地
主
の
郷
村
で
の
あ
り
よ
う
と
評
判
一
郷
評
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
一

つ
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
王
朝
権
力
に
と
っ
て
有
害
な
も
の
　
　
利
益
追
求
型
、
権
力
志
向
型
一
を
除
去
し
、
残

り
の
郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
の
協
力
で
新
た
な
再
出
発
を
目
論
ん
だ
に
違
い
な
い
。
洪
武
三
年
段
階
、
訓
諭
に
示
さ
れ
た
富
民
に
対
す
る

王
朝
側
の
理
念
は
、
こ
こ
に
両
時
の
改
革
を
経
て
一
層
現
実
化
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
富
民
・
地
主
層
内
部
で
の
淘
汰
を
行
っ
た
上
で
、

郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
を
中
心
に
新
し
い
秩
序
体
系
を
制
度
化
し
、
王
朝
支
配
の
最
末
端
に
位
置
付
け
た
の
が
里
甲
制
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

里
甲
制
が
胡
惟
庸
の
獄
の
翌
十
四
年
に
全
国
的
に
一
勢
に
実
施
さ
れ
た
裏
に
は
、
以
上
の
背
景
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
洪
武
九
年
に
始
ま
っ
た
改
革
は
、
最
終
的
に
は
六
部
1
1
布
政
司
体
舗
、
里
甲
制
に
結
実
し
た
。
だ
が
明
朝
の
改
革
は
、
こ
の
時
点
で
終
わ
り

を
告
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
洪
武
十
八
年
の
郭
桓
の
案
は
、
戸
部
尚
書
細
事
の
不
正
に
端
を
発
す
る
六
部
官
の
総
入
れ

替
え
、
ま
た
二
十
三
年
の
李
善
長
の
獄
、
二
十
六
年
の
藍
玉
の
獄
は
、
開
国
の
功
臣
の
粛
清
を
狙
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
旧
稿
参
照
）
。

し
か
も
こ
れ
ら
の
諸
事
件
は
、
事
件
名
に
冠
さ
れ
た
個
人
の
範
囲
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
空
印
」
　
「
胡
惟
庸
」
両
事
件
と
同
様
、

官
界
と
並
行
し
て
郷
村
で
の
改
革
も
実
施
さ
れ
た
。
富
民
層
に
対
す
る
政
策
を
見
れ
ば
、
　
『
算
額
斎
集
』
巻
二
二
「
故
縁
順
大
夫
福
建
布
政
司

参
議
鄭
公
墓
表
」
に
、

　
　
太
祖
高
皇
帝
、
以
神
武
雄
断
治
海
内
、
疾
兼
井
之
俗
、
在
位
三
十
年
間
、
大
家
富
民
、
多
以
瞼
制
失
読
、
亡
漸
騰
。

と
あ
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
洪
武
年
間
を
通
じ
て
弾
圧
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
弾
圧
が
先
の
疑
獄
事
件
と
関
連
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

郷
氏
に
関
す
る
次
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
劉
辰
の
『
国
初
事
蹟
』
に
、
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元・明交替の理念と現実（檀上）

　
　
金
華
浦
江
県
義
旨
趣
仲
徳
、
被
人
胡
指
誕
与
雪
膚
庸
叢
濃
。
戸
部
陳
員
外
指
与
界
雷
耀
精
粗
。
太
祖
日
、
郵
氏
義
家
。
焉
肯
鶏
人
行
財
羅
官
糧
。
顕
是
麺

　
　
害
。
追
到
砂
貫
、
給
還
本
主
、
伽
着
人
送
到
家
。

と
あ
る
。
郵
氏
は
胡
心
血
の
獄
の
時
に
続
き
、
郭
桓
の
事
件
に
も
関
連
し
て
護
告
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
郷
氏
以
外
に
も
、
謳
告

に
よ
っ
て
多
く
の
富
民
層
が
弾
圧
を
被
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
郭
檀
の
案
の
時
に
限
ら
ず
、
李
善
長
、
藍
玉
の
獄
の
両
時
も
同
様
だ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
名
目
と
さ
れ
た
の
が
や
は
り
「
胡
党
」
や
「
藍
党
」
で
あ
り
、
と
も
に
思
惟
庸
や
藍
玉
の
一
党
で
あ
る
と

い
う
口
実
で
、
そ
の
真
偽
は
措
い
て
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
徹
底
的
な
弾
圧
の
裏
に
は
、
明
初
的
江
南
社
会
の
弊
害
が
根
強
く
存
在
し
て
お
り
、
一
朝
一
夕
に
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
洪
武
朝
は
、
元
朝
的
要
素
と
明
朝
的
要
素
の
混
在
し
た
時
代
で
あ
り
、
新
し
い
体
制
の
確
立
に
向
け
て
生
み
の
苦
し
み
を
味
わ
っ

た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
富
民
層
に
対
す
る
弾
圧
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
そ
れ
は
洪
武
末
の
二
十
六
年
、
群
党
・
藍
党
へ
の
追
及
が
終
わ
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
③

継
続
し
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
洪
毎
朝
の
疑
獄
事
件
は
、
一
つ
に
は
洪
武
三
年
段
階
で
は
達
成
不
可
能
で
あ
っ
た
、
明
初
的
江
南
社
会
か
ら
の
脱
皮
を
目
的
に

断
行
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
新
し
い
体
制
が
、
六
部
一
布
政
司
体
制
で
あ
り
里
甲
制
で
あ
る
こ
と
は
何
度
も
述
べ
た
。
前

者
は
官
僚
機
構
面
で
の
元
朝
的
遺
制
か
ら
の
脱
皮
で
あ
り
、
ま
た
後
者
は
郷
村
で
の
明
朝
的
新
秩
序
の
確
立
を
意
味
し
た
。
た
だ
し
以
上
の
改

革
に
よ
っ
て
、
明
初
的
江
南
社
会
か
ら
完
全
に
脱
皮
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
郭
桓
の
案
に
よ
る
六
部
官
の
総
入
れ
替
え
は
、
官
僚
機
構
面
で

の
そ
の
要
素
の
残
存
を
示
し
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
在
郷
富
民
層
に
不
正
の
目
立
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
明
朝
権
力
に
と
っ
て
、

真
に
明
初
的
江
南
社
会
か
ら
の
脱
皮
を
層
指
す
な
ら
ば
、
単
に
機
構
・
制
度
面
で
の
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
社
会
の
実
体
で
あ
る
富
民
層

・
の
意
識
の
変
革
こ
そ
必
要
だ
っ
た
ろ
う
。
一
時
的
な
弾
圧
を
通
じ
て
行
動
の
軌
道
修
正
を
図
る
も
の
で
は
な
く
、
永
久
に
続
く
べ
き
王
朝
支
配

の
礎
と
な
る
、
理
想
的
富
民
像
と
し
て
の
意
識
の
変
革
で
あ
る
。
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
眺
め
て
み
よ
う
。

　
①
　
谷
応
泰
『
明
史
紀
事
本
朱
』
巻
｝
三
「
胡
藍
之
嶽
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
旧
稿
で
は
、
「
大
地
主
」
の
粛
清
と
そ
れ
に
伴
う
里
甲
制
の
全
量
的
施
行
か
ら
、
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王
朝
側
の
対
農
桑
　
律
化
支
配
の
姿
勢
を
強
調
し
た
。
従
っ
て
、
改
革
後
も
大
地

主
（
本
稿
に
い
う
窟
民
）
の
存
在
し
た
理
由
を
、
明
覇
権
力
の
限
界
性
と
い
う
面

に
の
み
求
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
朝
権
力
に
大
地
密
の
す
べ
て
を
否
定
す
る

意
志
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
に
立
脚
基
盤
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
本
稿
で
述
べ
た

通
り
で
あ
り
、
そ
の
点
、
旧
稿
で
の
図
式
は
若
干
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
『
明
史
叙
事
本
宋
』
巻
　
三
「
胡
藍
浮
野
」

　
　
（
空
手
）
二
十
六
年
。
…
…
。
九
月
、
詔
胡
乱
・
藍
党
除
已
捕
在
官
者
外
、
其

　
未
発
不
二
。
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四
　
王
朝
理
念
と
し
て
の
富
民
像

　
も
と
も
と
郷
村
維
持
型
と
利
益
追
求
型
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
富
民
に
は
双
方
向
性
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

具
体
的
表
徴
の
違
い
は
、
富
民
個
々
人
の
資
質
、
あ
る
い
は
意
識
の
問
題
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
識
の
形
成
に
与
る

道
徳
観
念
、
思
想
、
家
族
舗
度
等
を
一
々
分
析
す
る
こ
と
は
当
面
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
社
会
に
郷
村
維
持
型
富
民
が
実
在

し
て
い
る
こ
と
は
、
王
朝
の
理
念
が
実
現
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
弾
圧
と
い
う
非
常
手
段
を
講
じ
な
が
ら
も
消
滅
し
な
い

富
民
の
不
正
、
ま
た
非
常
手
段
で
あ
る
が
た
め
に
、
そ
れ
に
代
わ
る
恒
久
的
な
富
民
教
化
の
方
途
が
考
え
出
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
至
っ
て
王
朝
権
力
の
取
る
べ
き
途
は
、
物
理
的
肉
体
的
苦
痛
を
伴
う
弾
圧
と
い
う
権
宜
の
方
策
以
外
に
、
富
民
自
身
の
意
識
に
直
接
訴
え
る

外
な
い
。
も
ち
ろ
ん
弾
圧
も
鋼
管
二
十
六
年
中
で
続
行
さ
れ
た
も
の
の
、
理
想
的
富
民
の
再
生
産
と
い
う
長
期
の
展
望
に
立
っ
た
場
合
、
富
民

の
行
動
に
指
針
を
与
え
、
教
化
す
る
こ
と
は
有
効
的
な
方
途
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
者
が
外
面
的
肉
体
的
な
強
制
で
あ
る
の
に
対
し
、
内
面
的
精

神
的
な
教
化
と
い
え
よ
う
か
。

　
で
は
、
精
神
的
な
教
化
即
ち
意
識
に
訴
え
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
。
確
か
に
洪
武
三
年
段
階
の
訓
論
に
も
、
教
化

と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
三
類
型
の
富
民
す
べ
て
が
混
在
し
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
、
王
朝
の
基

盤
の
不
安
定
も
あ
っ
て
、
王
朝
側
の
基
本
姿
勢
の
明
示
に
留
ま
っ
て
お
り
、
弾
圧
を
経
た
時
点
と
で
は
自
ら
そ
の
効
果
の
度
合
も
異
な
る
。
弾

圧
は
、
富
民
の
行
動
に
制
限
を
加
え
る
と
同
時
に
、
彼
ら
を
王
朝
側
の
望
む
方
向
に
向
か
わ
せ
る
触
媒
と
も
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
富
民
に
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

向
性
を
与
え
る
契
機
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
明
朝
権
力
は
、
向
か
う
べ
き
方
向
を
具
体
的
な
形
で
提
示
し
た
。
つ
ま
り
理
想
的
富
民
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像
を
、
実
体
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
利
用
さ
れ
た
の
が
「
義
門
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
義
門
と
は
第
一
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
義
を
以
て
生
活
す
る
家
の
謂
で
、
そ
の
盲
撃
の
「
義
」
と
は
「
渾
々
共
之
日
義
」
の
義
に
当
て
は

ま
る
。
具
体
的
に
は
一
族
の
同
居
器
財
が
前
提
で
あ
り
、
家
長
を
中
心
に
住
居
、
財
産
等
を
共
有
し
た
家
で
あ
る
。
そ
の
条
件
を
満
た
し
、
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

村
で
の
賑
世
尊
の
「
義
行
」
が
認
め
ら
れ
た
時
、
王
朝
権
力
は
義
字
と
し
て
旛
表
す
る
こ
と
に
な
る
σ
義
門
の
忌
門
た
る
条
件
と
し
て
は
、
二

面
性
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
家
庭
内
で
の
態
様
、
も
う
一
つ
は
郷
村
で
の
行
為
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
は
、
直

結
し
て
作
用
す
る
。
例
え
ば
前
考
の
同
居
同
財
と
い
う
家
庭
内
協
和
の
精
神
を
族
外
に
敷
衛
す
る
と
、
郷
村
で
の
義
行
に
繋
が
る
。
即
ち
家
庭

内
と
郷
村
と
を
同
一
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
家
庭
と
い
う
「
私
」
を
超
え
た
、
郷
村
と
い
う
「
公
」
の
領
分
へ
の
止
揚
を
意
味

す
る
。

　
こ
の
私
か
ら
公
へ
と
い
う
方
向
性
は
、
黒
門
に
つ
い
て
い
え
ぼ
そ
れ
を
容
認
す
る
性
格
を
元
来
備
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
義
門
存
立
の
根

幹
で
あ
る
同
居
同
財
は
、
族
員
の
協
涌
が
継
続
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
。
逆
に
郷
村
を
家
庭
内
と
同
一
視
す
る
人
道
的
「
公
」
の
姿
勢

に
対
し
て
、
族
員
個
々
人
は
「
私
」
の
要
求
を
出
し
に
く
い
面
が
あ
る
。
そ
の
結
果
自
軍
抑
制
の
精
神
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
一
族

の
結
束
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
私
を
超
え
た
公
の
行
為
で
あ
る
義
行
は
、
逆
に
私
を
全
う
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
実
体
に
「
埋
門
」
と
い
う
肩
書
が
付
加
さ
れ
、
名
望
家
と
し
て
の
評
価
が
定
着
す
る
と
、
そ
の
評
価
故
に
義
門
は
よ
り
一
層
の
自

巴
抑
制
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
義
行
つ
ま
り
郷
村
維
持
と
、
家
庭
内
協
和
は
、
義
倉
と
し
て
旛
表
さ
れ
た
時
か
ら
、
そ
の
家
の
宿
命
と

し
て
背
負
わ
さ
れ
た
。
郷
村
維
持
と
い
う
具
体
的
行
為
、
自
己
抑
制
と
い
う
倫
理
面
で
の
営
為
、
こ
の
両
面
に
お
い
て
こ
そ
、
王
朝
の
理
想
的

富
民
像
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
洪
武
二
十
一
年
四
月
、
庶
吉
士
凝
結
は
次
の
よ
う
な
上
奏
を
行
っ
て
い
る
。
　
『
聖
明
経
世
文
編
』
巻
一
一
「
大
量
西
封
事
」
に
、

　
　
臣
欲
求
古
人
治
家
華
華
、
睦
郡
良
法
。
上
古
藍
田
呂
氏
之
郷
約
、
今
義
甲
郷
氏
之
家
範
、
布
之
天
下
、
世
臣
大
族
、
率
先
以
勧
旛
之
、
復
単
為
民
表
率
、
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将
見
作
新
於
変
、
漸
次
時
雍
、
至
干
比
屋
可
封
不
難
夷
。

と
あ
る
。
三
千
黒
字
に
の
ぼ
る
内
容
は
、
右
の
主
張
も
含
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
結
果
と
し
て
彼
の
骨
盤
は
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

王
朝
側
の
方
針
と
齪
酷
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
却
下
の
原
因
は
彼
の
政
治
的
立
場
、
あ
る
い
は
性
格
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
彼

の
主
張
と
王
朝
側
の
方
針
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
洪
武
三
年
段
階
の
訓
諭
を
思
い
起
こ
せ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
要
は
、
解
結
が
義
門
鄭
民

を
持
ち
出
し
た
点
に
あ
る
。
彼
の
意
図
は
、
富
民
を
な
べ
て
多
門
黒
氏
の
よ
う
に
、
　
「
民
の
表
率
」
と
し
て
教
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
富
民

に
義
門
と
い
う
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
、
彼
ら
に
行
動
の
指
針
を
与
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
論
難
の
主
張
が
、
王
朝
側
の
方
針
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
事
実
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
六

年
九
月
甲
子
に
、

　
　
以
郷
済
為
豊
春
坊
左
庶
子
、
王
惣
為
金
漆
坊
右
庶
子
。
初
上
以
東
議
官
属
久
闘
、
命
廷
臣
挙
孝
義
篤
行
之
土
。
廷
臣
以
浦
江
鄭
叢
叢
。
上
田
、
鄭
氏
朕
素

　
　
知
之
。
聞
其
里
人
王
氏
亦
倣
郷
氏
家
法
、
皆
可
選
士
以
風
属
天
下
。
乃
微
両
家
子
弟
年
三
十
以
上
者
詣
閾
。
既
至
、
令
自
推
挙
。
鄭
自
軍
済
、
王
氏
挙

　
　
勲
、
余
皆
給
道
黒
費
遣
還
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
あ
り
、
郵
氏
か
ら
は
郵
済
を
、
ま
た
同
じ
く
浦
江
の
義
門
王
氏
か
ら
は
王
惣
を
鷲
宮
官
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
に
義
門
で

あ
る
こ
と
は
、
義
門
の
実
体
が
、
王
朝
権
力
の
描
く
理
想
的
官
僚
像
に
も
適
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
先
に
胡
惟
庸
の
獄
当
時
、
誌
告

さ
れ
た
鄭
民
か
ら
、
潜
門
と
い
う
理
由
で
郷
提
を
布
政
司
の
官
に
採
用
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
い
。
義
門
の
日
常
の
営
為
が
、
私
を
超
え

た
公
の
立
場
に
立
つ
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
あ
る
べ
き
宮
僚
の
姿
勢
に
合
致
す
る
。
義
門
を
官
僚
に
任
用
す
る
こ
と
は
、
他
の
官
僚
に
一
つ

の
指
針
を
示
す
と
同
時
に
、
在
郷
の
富
民
層
に
も
郷
村
で
の
あ
り
よ
う
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
こ
そ
「
天
下
を
風
属
す
る
」
こ
と
に

繋
が
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
義
門
の
利
用
は
、
在
郷
富
民
・
地
主
層
と
嘗
僚
の
両
者
と
を
、
　
「
義
門
」
的
行
動
に
向
か
わ
せ
る
狙
い
が
込

め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
義
門
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
利
用
す
る
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
当
時
の
営
門
の
実
数
は
不
明
だ
が
、
限
ら
れ
た
数
で
あ
る
こ
と
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は
間
違
い
な
い
。
義
門
は
、
明
朝
権
力
の
理
念
と
現
実
と
が
噛
み
合
う
一
つ
の
接
点
で
あ
り
、
そ
の
接
点
を
通
し
て
の
他
の
富
民
層
へ
の
影
響

を
重
視
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
明
朝
権
力
の
対
富
民
政
策
の
基
調
は
、
義
解
に
範
を
取
る
郷
村
維
持
型
富
民
の
育
成
に
あ
り
、
同
時
に
彼

ら
の
「
経
世
済
民
」
の
意
識
を
官
界
に
援
用
す
る
に
あ
っ
た
。
富
民
を
官
僚
に
任
用
す
る
そ
の
後
の
施
策
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
立
場
に
立
つ
。

例
え
ば
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
四
月
癸
巳
の
条
に
、

　
　
戸
部
上
富
民
養
畜
。
先
是
上
層
戸
部
尚
書
肩
息
・
瀬
野
侍
郎
面
立
等
日
、
人
有
恒
産
、
斯
有
恒
心
。
今
天
下
密
民
生
長
田
里
之
間
、
周
知
民
事
。
其
間
豊

　
　
無
才
能
可
用
者
。
其
稽
諸
戸
籍
列
名
以
聞
、
配
布
選
用
焉
。
於
是
戸
部
奏
、
雲
南
両
広
四
川
不
取
。
今
稽
籍
得
瀕
江
等
九
布
政
司
直
隷
応
需
十
八
府
州
田

　
　
灘
七
頃
者
万
四
千
三
百
四
十
一
戸
、
列
三
戸
幽
寂
進
。
毒
茸
干
印
綬
監
、
以
次
召
至
、
量
才
用
之
。

と
あ
る
。
富
民
の
名
簿
の
作
成
は
、
富
民
の
実
数
の
把
握
と
と
も
に
、
　
「
田
里
の
間
に
生
長
し
、
民
事
を
周
知
」
す
る
郷
村
維
持
型
富
民
を
、

「
才
を
量
っ
」
て
採
用
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
っ
た
。
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
八
月
己
亥
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
以
義
門
悪
徳
為
礼
部
尚
書
、
税
戸
人
才
湯
行
為
吏
部
右
侍
郎
、
厳
恵
良
為
戸
部
左
侍
郎
、
幡
長
寿
為
都
察
院
右
簸
都
御
史
、
王
聰
為
左
通
政
、
丘
顕
為
右

　
　
通
政
、
沈
成
為
湖
広
左
布
政
使
、
盛
任
為
山
東
左
布
政
使
。

と
あ
る
の
は
、
そ
の
名
簿
に
基
づ
い
て
の
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
明
朝
権
力
は
、
在
郷
の
富
民
層
に
は
彼
ら
の
あ
る
べ
き
典
型
と
し
て
義
門
を
提
示
し
、
官
僚
に
も
義
門
を
採
用
し
て
一
つ
の
指

針
を
与
え
る
。
同
時
に
勢
門
に
準
ず
る
郷
村
維
持
型
富
民
の
中
か
ら
も
官
僚
を
任
用
し
、
彼
ら
の
郷
村
で
の
行
為
と
意
識
を
、
そ
の
ま
ま
官
界

に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
営
僚
に
任
用
す
る
措
置
自
体
、
富
民
の
日
常
の
行
為
に
対
す
る
一
つ
の
褒
賞
と
し
て
、
よ

り
一
層
の
義
行
を
促
す
結
果
と
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
富
民
層
に
基
盤
を
置
く
明
朝
権
力
と
し
て
は
、
理
想
に
沿
う
形
で
富
民
層

を
教
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
ら
に
最
近
の
研
究
で
は
、
学
校
綱
度
が
富
民
・
地
主
層
の
教
化
に
利
用
さ
れ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
明
代
に
至
っ
て
学
校
欄
度
は
科
挙
に

直
結
し
、
学
校
（
府
州
県
学
）
の
学
生
た
る
「
生
蜜
」
の
み
科
挙
を
受
験
す
る
資
格
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
課
員
の
う
ち
科
挙
に
合
格
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す
る
の
は
全
体
の
二
割
程
度
で
、
残
り
の
八
割
は
官
に
昇
る
こ
と
な
く
故
郷
に
帰
っ
て
郷
村
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

た
帰
郷
生
選
一
富
民
・
地
主
層
に
対
し
て
、
儒
学
的
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
令
主
義
的
な
立
場
か
ら
非
道
を
な
さ
な
い

よ
う
教
育
し
、
次
代
の
郷
村
指
導
者
と
な
る
彼
ら
に
対
す
る
統
舗
強
化
の
狙
い
が
、
洪
武
朝
の
学
校
調
度
に
は
あ
っ
た
と
い
う
。
本
稿
で
い
う
、

郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
の
育
成
で
あ
る
。
恐
ら
く
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
洪
武
十
八
年
以
後
連
年
刊
行
さ
れ
た
『
御
製
大
誰
』
等
の
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

戒
書
を
、
学
校
に
配
っ
て
生
員
に
暗
唱
を
義
務
付
け
た
の
も
、
こ
う
し
た
意
図
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
先
に
指
摘
し
た
平
門
の
利
用
と
並
ん
で
、
学
校
制
度
の
果
た
し
た
役
割
は
図
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
例
え
ば
官
僚

機
構
の
面
か
ら
言
え
ば
、
明
朝
権
力
は
学
校
で
教
化
さ
れ
た
富
民
・
地
主
層
の
う
ち
、
科
挙
に
合
格
し
た
者
を
官
僚
と
し
て
採
用
す
る
。
彼
ら

の
「
礫
率
」
と
し
て
は
、
郷
村
か
ら
直
接
に
採
用
し
た
義
門
を
始
め
と
す
る
郷
村
維
持
型
富
民
出
身
の
官
僚
が
存
在
す
る
。
ま
た
帰
郷
生
員
を

含
め
た
在
郷
富
民
・
地
主
層
に
対
し
て
も
、
同
じ
く
義
門
等
の
行
為
が
指
針
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
郷
村
、
学
校
、
官
界
を
結
ぶ

三
者
間
の
回
路
す
べ
て
に
明
朝
権
力
の
意
志
が
介
在
し
て
い
る
わ
け
で
、
構
造
的
に
郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
に
基
盤
を
置
く
王
朝
国
家
建

設
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
　
「
明
初
的
江
南
社
会
」
に
代
わ
る
新
し
い
社
会
秩
序
確
立
の
基
調
は
、
郷
村
維
持
型
富
民
・

地
主
層
の
再
生
産
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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①
　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
蘇
州
の
人
、
呉
寛
の
『
鉋
翁
家
蔵
集
』
　
（
『
四
部
叢
刊
初

　
編
』
所
収
）
巻
五
七
「
先
世
事
略
」
に
、

　
先
祖
…
…
…
平
生
畏
法
、
不
入
府
県
門
、
毎
戒
家
人
、
閉
門
勿
預
外
菓
。
故
歴

　
洪
武
之
世
、
郷
人
上
被
論
從
、
或
死
予
刑
、
郊
里
殆
空
、
独
能
保
全
無
鱗
。

　
と
あ
る
の
は
、
弾
圧
の
効
果
と
い
え
よ
う
。

②
　
洪
趨
『
容
斎
随
筆
』
　
（
『
警
部
叢
誌
続
編
』
所
収
）
巻
八
「
人
物
以
義
為
名
」

　
人
物
以
義
塾
名
者
、
其
別
最
多
。
倹
正
道
日
義
、
義
師
・
義
戦
是
也
。
衆
所
尊

　
戴
者
日
義
、
義
塾
是
也
。
与
衆
共
之
日
義
、
義
倉
・
出
社
・
義
国
・
義
学
・
義

　
　
役
・
義
井
無
類
是
也
。
至
行
過
人
日
義
、
義
士
・
義
侠
・
写
象
・
義
夫
・
義
婦

　
之
類
是
也
。

③
史
料
を
見
る
限
り
、
義
門
の
鷹
表
に
煮
た
っ
て
、
玉
無
側
は
果
高
岡
居
を
窺
視

　
す
る
だ
け
で
、
郷
村
で
の
行
為
に
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

　
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
そ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
以
下
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
　
ま
ず
、
義
門
の
旛
表
は
王
朝
側
が
一
方
的
に
行
う
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば

　
『
宋
文
憲
公
全
集
』
巻
閥
○
「
郷
氏
孝
友
伝
」
に
、

　
至
大
二
年
秋
九
月
、
郷
老
生
煙
霧
響
言
於
県
、
頂
上
其
事
廉
訪
使
、
加
審
按

　
焉
、
文
達
中
書
礼
部
。
四
年
春
二
月
【
、
準
式
施
表
門
閣
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
郷
老
達
の
推
薦
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
終
約
に
礼
部
に
達
し
て
初



元・明交替の理念と現実（檀上）

　
め
て
、
権
表
が
決
定
さ
れ
る
。
　
こ
の
手
続
は
、
明
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

　
（
『
万
暦
大
明
会
燕
怠
巻
七
九
　
礼
部
　
獲
表
）
。
そ
の
場
合
、
郷
軍
達
が
何
を
基

準
に
推
薦
を
行
っ
た
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
嘉
該
の
家
と
郷
村
と
の
関
わ
り
が
問

題
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
義
門
の
存
在
す
る
郷
村
に
は
、
そ
れ
を
表
彰
し
て
御

筆
の
扁
額
を
掲
げ
た
牌
坊
が
建
て
ら
れ
、
郷
村
の
民
す
べ
て
が
名
節
に
浴
し
た
と

　
い
わ
れ
て
い
ろ
（
小
竹
文
夫
「
中
團
の
門
闘
旛
表
に
つ
い
て
」
　
『
史
潮
』
四
五

　
一
九
五
ご
）
。
こ
う
し
た
共
通
の
意
識
も
、
当
家
の
郷
村
に
対
す
る
関
心
と
臼
常

　
の
営
為
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
ま
た
よ
く
あ
る
例
だ
が
、
王
朝
末
期
に
畏
民
反
乱
軍
が
蜂
起
し
、
各
地
を
転
戦

　
し
た
際
、
雪
曇
の
存
在
す
る
郷
村
だ
け
は
、
勢
門
の
徳
を
慕
い
必
ず
避
け
て
通
っ

　
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
士
大
夫
の
修
辞
的
論
法
を
考
慮
す
れ
ば
、
字
面
ど
お
り

　
に
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
例
が
正
史
等
に
多
く
登

　
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
書
写
の
郷
村
で
の
義
行
を
間
接
的
に
窺
わ
せ
る
。
事
実
、

　
郷
氏
以
外
に
も
義
門
の
義
行
の
例
は
数
多
く
見
出
せ
る
の
で
あ
る
（
佐
竹
靖
彦
「
唐

　
宋
変
革
期
に
お
け
る
江
南
東
西
路
の
土
地
所
有
と
土
地
政
策
－
書
誤
の
成
長
を
手

　
が
か
り
に
し
て
」
　
『
葉
洋
史
研
究
』
一
一
篇
－
四
　
一
九
七
三
。
）

　
　
従
っ
て
、
柳
貫
『
柳
習
習
文
集
恥
（
『
四
部
叢
刊
初
編
』
所
収
）
巻
一
五
「
鄭
氏

　
族
表
義
門
記
」
に
、

　
　
又
取
鷲
鼻
干
天
性
、
而
和
諸
物
、
則
人
人
可
以
欄
而
行
之
者
、
命
之
日
義
。
字

　
　
其
罪
跡
義
民
、
表
軍
門
日
義
門
。
扶
養
救
徹
、
名
存
漏
斗
、
君
子
蓋
有
甚
不
得

　
　
已
也
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
個
人
で
義
行
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
個
人
は
「
義
罵
」
と
し
て

　
旛
表
さ
れ
、
そ
れ
を
家
で
行
っ
た
上
で
、
そ
の
家
自
体
が
嚢
の
意
識
で
統
～
さ
れ

　
て
い
る
時
、
そ
の
家
は
義
門
と
し
て
雄
表
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

④
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
補
足
を
し
て
お
ぎ
た
い
。
忌
門
は
央
婦
を
単
位

　
と
す
る
蘭
々
の
家
族
が
、
同
居
を
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
場
含
、

　
「
私
」
と
「
公
」
の
概
念
を
第
一
章
の
設
③
で
述
べ
た
よ
う
に
規
定
す
る
な
ら
、

騒
々
の
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
爾
別
的
な
「
私
」
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
が
あ
る
程
度

の
自
己
抑
制
を
行
う
こ
と
で
、
同
居
家
族
目
長
門
と
い
う
全
体
の
「
私
」
を
成
就

さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
の
「
私
」
の
間
に
は
、
綱
別
家
族
の
一
定
の
抑
「
私
」

の
姿
勢
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
個
別
家
族
の
「
私
」
と
同
居
家
族
全

体
の
「
私
」
と
は
、
一
列
直
線
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
後
者
の

「
私
」
が
全
う
さ
れ
て
初
め
て
、
前
者
の
「
私
」
の
存
続
で
き
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
同
居
の
当
事
者
達
に
は
、
そ
う
僑
じ
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
雷
え
ぱ
、
屈
折
を
伴
い
な
が
ら
も
両
者
の
「
私
」
は
連
関
し
て
い
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
た
例
に
、
「
婦
人
の
言
を
聞
く
な
」
と
い
う
噴
門
の
家
訓
が
あ
る
。

こ
れ
は
婦
人
が
自
己
の
欲
望
を
抑
制
で
き
な
い
（
と
当
隠
考
え
ら
れ
た
）
た
め
、

そ
の
言
を
遠
ざ
け
て
、
個
別
家
族
に
抑
制
を
強
い
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
個
別

家
族
の
自
己
愛
制
こ
そ
、
同
居
継
続
の
第
一
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
の
一
方
で
、
郷
村
に
常
に
関
心
を
払
う
べ
き
旨
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
鄭
氏
一
族
の
鄭
欽
が
「
畏
吾
同
胞
、
彼
病
害
病
、
彼
黒
黒
醇
（
続
金
董
・

叢
書
所
収
『
金
華
賢
君
伝
』
単
二
「
鄭
欽
」
伝
と
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
郷
村

の
安
定
が
あ
っ
て
こ
そ
、
同
居
家
族
全
体
の
「
私
」
が
存
続
す
る
と
い
う
認
識
に

立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
個
別
家
族
の
自
己
抑
制
と
郷
村
へ
の
関
心
は
、
全
体
の

「
私
」
を
継
続
さ
せ
る
点
で
表
裏
～
体
の
関
係
に
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
郷
村
に
対
す
る
「
公
」
の
行
為
で
あ
る
義
行
は
、
同
居
家
族

全
体
の
「
私
」
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
、
個
々
の
　
「
私
」
に
自
己
抑
制
を
強
要

し
、
か
つ
抑
制
の
必
要
な
こ
と
を
喚
起
さ
せ
る
恰
好
の
機
会
で
あ
る
。
族
員
は
欲

望
を
抑
え
、
ひ
い
て
は
一
族
の
結
束
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
義
行

は
、
郷
村
維
持
を
通
じ
て
得
る
自
家
の
安
定
と
、
課
員
相
互
聞
の
結
束
と
い
う
、

内
外
両
面
か
ら
の
同
居
維
持
の
効
果
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
註
③
で
述
べ
た
守
門
の
鷹
衷
に
累
世
同
居
と
い
う
面

だ
け
が
強
調
さ
れ
る
理
由
も
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
噴

門
と
義
行
は
元
来
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
義
行
は
義
門
存
続
の
た
め
の
前
縄
条
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件
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
累
世
同
居
と
い
う
事
実
自
体
、
長
年
に
わ
た
る
郷
村
で
の

　
義
行
を
意
味
し
、
こ
と
さ
ら
そ
の
点
を
強
調
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な

　
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤
例
え
ば
解
繕
の
上
奏
に
対
し
て
、

　
上
不
報
。
已
復
陳
太
平
十
策
。
…
…
。
上
手
持
入
、
誰
其
言
頗
廷
。
上
数
称
糟

　
奇
才
。
大
臣
忌
之
、
上
州
授
御
史
。
　
（
『
国
確
』
洪
武
一
…
十
一
年
四
月
）

　
と
あ
る
の
は
、
そ
の
事
実
を
裏
付
け
る
。

⑥
王
氏
が
義
塾
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
胡
翰
『
胡
仲
子
集
』
巻
六
「
浦
陽
王

　
民
義
門
碑
碩
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
　
　
「
税
戸
人
才
」
と
は
、
『
帯
芝
家
蔵
集
』
巻
四
三
「
尚
書
厳
器
流
記
録
序
」
に
、

　
写
方
徴
奪
取
出
仕
、
年
税
戸
人
材
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
寓
濁
の
出
仕
者
の
こ
と
を
い
う
。

⑧
　
松
本
隆
晴
「
洪
武
学
制
改
革
の
政
治
的
意
図
」
『
史
観
』
一
〇
一
　
一
九
七
九
。

⑨
　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
九
年
正
月
庚
辰

　
以
御
製
大
面
頒
姫
路
子
監
生
及
天
下
府
州
県
学
生
。

　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
七
月
己
巳

　
無
明
学
士
教
条
。
…
…
。
諸
生
毎
三
絃
…
背
書
、
日
読
御
製
大
詰
及
本
経
四
欝

　
　
各
…
百
字
、
熟
記
文
詞
、
精
解
理
義
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
元
・
明
交
替
期
に
連
続
性
を
認
め
る
か
、
断
絶
性
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
両
者
を
認
め
る
か
は
、
視
点
の
置
き
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
朝
政
権
の
性
格
決
定
に
関
し
て
は
、
連
続
性
の
面
か
ら
眺
め
な
け
れ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
稿
で
設
定

し
た
「
元
朝
的
江
南
社
会
」
と
い
う
概
念
こ
そ
、
明
朝
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
発
朝
の
江
南
支
配
の
脆
弱
性
と
二
人
の
政

治
的
疎
外
と
い
う
、
い
わ
ば
元
朝
的
特
殊
要
因
に
基
づ
く
腐
敗
の
構
造
、
こ
れ
が
元
朝
的
江
南
社
会
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
は
、

そ
の
ま
ま
明
初
に
継
承
さ
れ
た
。
し
か
も
明
初
に
は
、
元
代
と
は
逆
に
南
人
層
が
政
治
的
主
体
と
な
っ
た
こ
と
で
、
元
朝
的
江
南
社
会
を
超
え

た
新
し
い
明
初
的
江
南
社
会
を
将
来
し
た
。
つ
ま
り
、
現
状
を
増
幅
す
る
形
で
の
腐
敗
の
構
造
を
生
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
元
．
明
の
連

続
性
と
、
明
初
段
階
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
問
題
は
、
こ
の
状
況
が
王
朝
権
力
に
直
結
す
る
点
に
あ
っ
た
。
即
ち
明
初
的
江
南
社
会
を
背
景
に
成
立
し
た
明
朝
政
権
は
、
江
南
地
主
．
富

民
層
の
利
益
代
弁
機
関
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
政
治
体
制
か
ら
見
れ
ば
「
諸
人
政
権
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
南
人
政

権
と
は
官
僚
機
構
の
中
枢
部
を
南
人
層
が
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
初
的
江
南
社
会
を
容
認
し
、
か
つ
そ
こ
に
基
盤
を
求
め
る
現
行
体
制
を
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指
す
。
従
っ
て
明
朝
政
権
は
華
北
を
も
支
配
し
な
が
ら
、
そ
の
関
心
は
江
南
に
限
定
さ
れ
、
統
一
王
朝
と
し
て
は
極
め
て
い
び
つ
な
状
況
を
呈

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
明
朝
の
石
人
政
権
化
は
、
南
人
層
1
1
江
南
地
主
・
富
民
層
が
人
的
・
物
的
両
面
に
お
い
て
明
朝
政
権
を
支
援
し
、
逆
に

明
朝
政
権
に
す
れ
ぼ
彼
ら
の
支
援
が
な
け
れ
ば
存
立
基
盤
を
失
う
と
い
う
、
い
わ
ば
南
人
層
に
包
摂
さ
れ
た
形
で
成
立
し
た
点
に
求
め
ら
れ
よ

う
。
そ
の
意
味
で
、
明
朝
権
力
の
志
向
す
る
方
向
と
南
人
政
権
の
性
格
と
は
、
二
律
背
反
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

　
王
朝
権
力
の
強
化
に
つ
れ
、
南
人
政
権
自
体
の
改
編
に
向
か
う
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
そ
の
対
極
に
措
定
さ
れ
る
の
は
、
　
コ

元
的
統
一
支
配
」
と
い
う
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
一
元
支
配
と
は
、
す
べ
て
の
権
力
が
皇
帝
に
集
約
さ
れ
る
政
治
体
制
を
意
味
し
、
少

な
く
と
も
宋
以
後
の
諸
王
朝
の
特
微
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
統
一
支
配
と
は
、
現
在
の
関
心
か
ら
い
え
ぼ
、
南
北
同
等
支
配
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
両
者
が
兼
備
さ
れ
て
初
め
て
、
明
朝
権
力
の
志
向
は
貫
徹
す
る
。
例
え
ば
か
つ
て
述
べ
た
銀
使
用
の
禁
止
に
伴
う
大
明
宝
丹
の
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
銀
が
江
南
で
の
主
要
通
貨
で
あ
る
だ
け
に
、
使
用
の
主
体
で
あ
る
江
南
地
主
・
富
民
層
に
対
す
る
、
経
済
統
制
の
意
味
闘
い
が
あ
っ
た
。

い
わ
ば
経
済
面
で
の
＝
兀
的
統
一
支
配
が
囲
指
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
通
貨
に
よ
る
統
制
は
、
明
初
的
江
南
社
会

自
体
に
直
接
変
革
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
王
朝
権
力
の
志
向
を
徹
底
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
待
人
政
権
と
そ
の
基
盤
で
あ
る
明
初
的
江
南
社

会
そ
の
も
の
こ
そ
、
改
革
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
を
通
じ
て
、
官
界
・
郷
村
の
両
面
で
徹
底
し
た
粛
清
が
な
さ
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
明
初
的
江
南
社
会
の
解
消
を
意
図

し
て
で
あ
る
。
官
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
不
正
官
僚
の
除
去
と
と
も
に
、
明
初
的
江
南
社
会
を
結
果
的
に
支
え
て
い
た
元
朝
的
遺
制
、
つ
ま
り

中
書
省
・
行
中
書
省
が
、
漫
画
の
案
・
戴
立
庸
の
獄
を
契
機
と
し
て
廃
止
さ
れ
た
。
代
わ
っ
て
六
部
1
1
布
政
司
体
制
が
成
立
し
た
が
、
周
知
の

通
り
一
元
支
配
に
沿
う
方
向
で
権
力
の
分
散
化
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
郷
村
で
は
、
権
力
志
向
型
、
利
益
追
求
型
富
民
へ
の
弾
圧
の
の
ち
、
こ
れ

も
ま
た
五
七
庸
の
獄
の
翌
年
、
郷
村
維
持
型
富
民
・
地
主
層
を
念
頭
に
置
く
里
甲
制
が
施
行
さ
れ
た
。
王
朝
権
力
と
競
合
関
係
に
立
つ
富
民
層

を
粛
清
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
郷
村
で
の
施
策
も
一
元
支
配
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
措
置
を
施
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
い
て
、
官
僚
に
対
し
て
は
収
賄
、
富
民
・
地
主
層
に
対
し
て
は
贈
賄
の
厳
禁
が
徹
底
さ
れ
、
そ
の
上
で
幽
門
等
の
郷
村
維
持
型
富
民
が
、
教
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化
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
朝
権
力
が
、
い
か
に
明
初
的
江
南
社
会
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
初
的
江
南
社
会
の
解
消
は
、
同
時
に
南
人
政
権
の
解
体
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
狂
人
政
権
は
、
明
初
的
江

南
社
会
を
構
成
す
る
江
南
地
主
・
富
民
層
の
総
意
が
具
現
し
た
政
体
で
あ
り
、
そ
の
社
会
が
継
続
し
て
初
め
て
、
実
効
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

る
。
実
効
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
初
的
江
南
社
会
の
再
生
産
で
あ
る
。
つ
ま
り
南
幸
政
権
と
は
、
明
初
的
江
南
社
会
に
立
脚
し
、
同
時
に

そ
の
社
会
の
再
生
産
を
志
向
す
る
点
で
、
一
元
的
統
一
支
配
を
志
向
す
る
王
朝
権
力
と
対
比
し
て
設
定
さ
れ
た
仮
の
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、

明
朝
権
力
が
強
権
を
発
動
し
て
、
明
初
的
江
南
社
会
解
消
の
た
め
に
官
界
・
郷
村
で
行
っ
た
弾
圧
は
、
同
時
に
善
人
政
権
の
解
体
を
も
意
味
し

た
。　

問
題
は
、
明
初
遡
江
爾
社
会
の
再
生
を
抑
止
す
る
と
と
も
に
、
一
元
的
統
一
支
配
を
政
治
体
制
の
上
に
ど
の
よ
う
に
具
現
化
す
る
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
弾
圧
の
後
の
官
僚
機
構
の
改
革
、
贈
収
賄
の
禁
止
、
あ
る
い
は
富
民
・
地
主
層
に
対
す
る
教
化
等
は
、
明
初

的
江
南
社
会
と
と
も
に
、
再
び
南
人
政
権
化
す
る
こ
と
へ
の
歯
止
め
を
か
け
る
措
置
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
明
初
的
江

南
社
会
の
成
立
し
た
契
機
が
、
官
界
・
郷
村
の
南
人
同
士
－
つ
ま
り
画
人
官
僚
と
士
人
地
主
の
癒
着
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
官
界

と
郷
村
の
一
体
化
に
由
来
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
の
施
策
以
外
に
、
官
界
と
郷
村
と
の
尊
人
層
相
互
の
分
離
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

洪
武
四
年
の
地
方
官
に
対
す
る
「
南
北
更
調
の
鰯
」
は
、
そ
う
し
た
意
図
で
施
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
胡
惟
庸
の
獄
を
経
て
一
層
厳
密
に
制
度

　
　
　
③

化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
、
南
人
官
僚
を
江
南
か
ら
引
き
離
す
狙
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

　
地
方
官
に
対
す
る
措
置
が
南
北
更
調
の
制
だ
と
す
れ
ば
、
南
京
の
中
央
官
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
措
置
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

南
京
の
愚
人
官
僚
す
べ
て
を
排
除
す
る
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
途
は
、
聖
人
官
僚
を
含
め
た
ま
ま
中
央
官
全
員
を

江
南
か
ら
遠
ざ
け
る
外
な
か
っ
た
ろ
う
。
即
ち
、
華
北
へ
の
遷
都
で
あ
る
。
洪
武
二
十
四
年
に
具
体
化
し
か
け
た
西
安
へ
の
遷
都
計
画
は
、
あ

く
ま
で
も
そ
の
方
針
に
則
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
（
旧
稿
参
照
）
。
た
だ
こ
の
度
の
遷
都
は
、
皇
太
子
の
急
死
な
ど
も
あ
っ
て
実
現

で
き
ず
、
結
局
は
永
楽
の
北
京
遷
都
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
問
、
建
国
か
ら
数
え
て
五
十
余
年
。
そ
の
長
年
月
の
裏
に
は
、
遷
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都
に
抵
抗
す
る
江
南
地
主
・
富
民
層
の
存
在
戦
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
垂
直
・
い
ず
れ
に
し
ろ
・
北
京
遷
都
に
よ
そ
中
央
官
を
北
京
に

移
し
た
明
朝
権
力
は
、
明
初
的
江
南
社
会
の
残
倖
を
根
絶
し
、
南
人
様
権
化
へ
の
途
を
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
発
的
統
一
支
配
の
確
立
を
見

る
の
で
あ
る
。

　
明
朝
権
力
は
、
以
上
の
通
り
理
念
を
現
実
に
化
し
て
、
精
緻
な
国
家
体
制
を
作
り
上
げ
た
。
た
だ
そ
の
体
制
も
、
理
念
と
現
実
と
の
相
剋
か

ら
、
破
綻
へ
の
危
惧
を
内
在
し
た
出
発
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
で
に
遷
都
後
間
も
な
い
十
五
世
紀
前
半
、
太
湖
周
辺
地
帯
で
は
国
家
の
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

支
配
に
危
機
的
状
況
が
現
出
し
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
本
稿
に
即
し
て
い
え
ぼ
、
擬
似
明
初
的
江
南
社
会
の
再
生
だ
が
、
そ
の
問
題
は
本
稿
の

範
囲
外
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
明
初
段
階
に
限
れ
ば
、
強
権
を
背
景
に
、
江
南
地
主
・
富
民
層
に
対
し
て
、
明
朝
権
力
の
理
念
を
許
容
さ
せ
た

こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
宋
・
元
代
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
地
主
制
そ
の
も
の
に
対
す
る
、
王
朝
権
力
に
よ
る
再
編
成
と
み
な
す

こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
末
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
今
は
元
末

明
初
段
階
の
分
析
を
通
し
て
、
将
来
へ
の
展
望
を
開
く
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
①
　
拙
稿
「
初
期
明
王
朝
の
通
貨
政
策
」
『
東
洋
史
研
究
』
三
九
一
三
　
一
九
八
○
。
　
　
　
　
　
問
く
。
一
三
一
8
0
h
u
。
巴
。
磐
前
盛
。
。
”
、
（
鵠
窪
く
霞
o
d
三
く
霞
ω
圃
蔓
娼
婦
Φ
・
。
。
，
・
お
蕊
）
」

　
②
　
　
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
四
年
十
一
月
庚
申
、
洪
武
十
四
年
三
月
癸
卯
の
各
条
。
　
　
　
　
　
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
1
　
　
一
九
七
八
。

　
③
　
『
開
太
祖
実
録
』
洪
武
十
三
年
正
月
乙
巳
の
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
森
正
夫
「
十
五
世
紀
前
半
太
湖
周
辺
地
帯
に
お
け
る
園
家
と
農
民
」
　
『
名
古
屋

　
④
　
拙
評
「
同
9
く
霞
翫
炉
切
上
半
割
、
．
財
鴛
ぐ
匿
ぎ
σ
q
O
。
＜
①
実
正
窪
げ
”
門
冨
　
　
　
　
　
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
三
八
　
一
九
六
五
。

　
　
附
記

　
本
稿
は
、
一
九
八
一
年
九
月
二
十
一
一
日
の
京
大
人
文
研
の
明
清
研
究
班
で
の
報
告
と
、
同
年
十
一
月
三
日
日
東
洋
史
研
究
会
大
会
で
の
報
告

が
骨
子
と
な
っ
て
い
る
。
班
員
諸
氏
の
貴
重
な
御
教
示
と
、
大
会
で
の
森
正
夫
氏
の
御
指
摘
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
研
修
員
　
神
戸
市
須
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　　　　　　　　　　　　The　ldea　and　the　Reality　on　the　Turn

　　　　　　from　the　y磁鋸元Dynasty　to　the　Ming明Dynasty：

　　　　　　　　　the　case　of　the　Yimen　Zheng’fami正y義「τ！ゴ賃区氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Danjo

　　In　1366，　disentangling　the　chaos　at　the　ekd　of　the　Yuan　Dynasty，

Zhbl　Yuan－xhang朱元璋founded　the　M圭ng　Dynasty．　He　depended　upolI

the　landlord　class　inノ’iangnan江南．　They　supPlied　the　human　resources

and　the　materiai　support　for　the　birth　of　Ming　Dynasty．　But　after

that，　in　order　to　affirm　the　power　of　the　Dynasty，　the　government

oppressed　the　landlords．　ln　five　scandals，　tliousands　of　landlords　were

purged．

　　Nevertheless，　it　was　indispensable　condition　for　the　rule　to　cooperate

with　landlords．　So　whole　of　the　landlords　could　not　be　neglected．

There　existed　the　coltfiict　between　the　idea　and　t’ne　reality　of　the

Ming　Dynasty，　represented　by　Zhu　YuaR－zhang．

　　Taking　up　the　Yi立nen　Zheng　family　ih　JinhMa金華，　we　examine　what

the　landlord’in　J2angnan　w．　as　and　how　it’　reflected　on　the　regime

gf　MiBg　Dynasty　in　the　goursg　of　the　change　from’Yuan　to　’IV（ing

Dynasty．

　　　　　　The　Management　of．　Early．Manors　：　tlie．case　of　the

　　　　　　　　　　　Manors　・ef　T∂4σ甥東大寺in．Echizen越前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yukihiko　Maruyama

　　It　has　been　so　far　said　that　the　manors　of　T6daiji　in　Echizen　ln　．the

Mid－8th　century　were　sharecropped　lands．　But　we　can　regard　the

management　of　Kuwabara－no－sh6桑原庄in　Sakai一．aun坂井郡as　the　direct

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（326）




